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廃棄物施設維持 

課長 

市毛 永志 廃棄物施設整備課長 成毛 利夫 

産業廃棄物指導課

長 
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審査案件 
令和４年度決算 

市民局所管、区役所所管、環境局所管 

協議案件 指摘要望事項の協議 

そ の 他 委員席の指定 

            主 査    伊 藤 隆 広 
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午前10時０分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） おはようございます。 

 ただいまから決算審査特別委員会環境経済分科会を開きます。 

 

委員席の指定 

○主査（伊藤隆広君） 委員席につきましては、ただいまお座りの席を指定いたします。 

 本日の審査日程につきましては、まず市民局及び区役所、環境局所管の審査を行った後、指

摘要望事項の協議をお願いいたします。 

 傍聴の皆様に申し上げます。 

 分科会傍聴に当たっては、傍聴証に記載の注意事項を遵守いただきますようお願いいたしま

す。 

 

市民局及び区役所所管審査 

○主査（伊藤隆広君） これより、令和４年度決算議案の審査を行います。 

 なお、市民局及び区役所所管については、一括して審査を行いますので、御了承願います。 

 それでは、まず、市民局所管について説明をお願いいたします。市民局長。 

○市民局長 皆さん、おはようございます。市民局長の那須でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 失礼して、着座にて説明をさせていただきます。 

 それでは、主要施策の成果説明書の68、69ページをお開きください。 

 一般会計歳入歳出につきまして、歳入から主なものにつきまして順次御説明をさせていただ

きます。 

 まず、款18・使用料及び手数料、項２・手数料のうち、目１・総務手数料３億400万円は、

戸籍住民基本台帳手数料で、戸籍、住民票等の証明書交付に伴う手数料収入でございます。 

 次に、款19・国庫支出金、項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助金22億4,200万円は、

個人番号カード交付事務、ＹｏｈａＳアリーナの整備に対する国庫補助金でございます。 

 次に、款25・諸収入、項５・雑入のうち、目３・雑入10億1,000万円は、旧千葉市文化交流

プラザ用途指定解除に伴う和解金に係る収入等でございます。 

 款26・市債、項１・市債、目１・総務債32億5,800万円は、ＹｏｈａＳアリーナの整備等に

係る市債でございます。 

 歳入の計欄ですが、次のページをお願いいたします。予算現額77億8,200万円に対しまして、

収入済額は69億5,000万円となっております。 

 予算現額に対しまして収入済額が少なくなった主な要因は、ＹｏｈａＳアリーナの整備等の

繰越しに伴い、市債が減少したことによるものでございます。 

 続きまして、一般会計の歳出の主なものについてですが、まず款２・総務費、項１・総務管

理費、目９・区役所費の支出済額９億8,000万円は、区役所の管理運営に係る経費で、執行率

は97.3％となっております。 

 次に、目11・コミュニティセンター費７億6,600万円は、コミュニティセンター13館の管理
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に係る経費で、執行率は97.2％となっております。 

 次に、目13・文化振興費23億1,000万円は、文化施設６施設の管理運営費と文化振興に関す

る経費で、執行率は93.2％となっております。翌年度繰越額１億2,700万円は、千葉市民会館

の再整備に関するものでございます。 

 次に、目15・スポーツ振興費53億4,400万円は、スポーツ施設15施設の管理運営経費とＹｏ

ｈａＳアリーナの整備に係る経費で、執行率は89.1％となっております。 

 翌年度繰越額５億300万円は、ＹｏｈａＳアリーナの整備に関するものでございます。 

 次に、項３、目１・戸籍住民基本台帳費17億2,400万円は、戸籍及び住民基本台帳システム

の維持管理等に係る経費で、執行率は92.9％となっております。 

 以上、一般会計歳出合計は、予算現額134億5,400万円に対しまして支出済額123億8,100万円、

執行率は92.0％となっております。 

 なお、不用額につきましては、戸籍住民基本台帳費におきまして、個人番号カード交付事務、

ＹｏｈａＳアリーナの整備に係る契約差金によるものでございます。 

 以上が市民局の主な決算で、引き続き、市民自治推進部長と生活文化スポーツ部長から、主

な施策の概要につきまして御説明をさせていただきます。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 市民自治推進部長の武でございます。よろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 市民自治推進部の主な施策の概要について御説明をいたします。 

 主要施策の成果説明書72ページをお願いいたします。 

 初めに、市民総務課の所管でございます。 

 １のコミュニティセンター管理運営７億6,600万円は、13館のコミュニティセンター管理運

営に係る経費でございます。 

 続きまして、市民自治推進課の所管でございます。 

 ２の市民自治の推進1,400万円は、地域で活動する町内自治会等の様々な団体で構成される

地域運営委員会の設立及び活動を支援したもの及び地域活動団体の活動支援として、町内自治

会に関するワークショップ、町内自治会と市民活動団体のまちづくり交流会を開催したもので

ございます。 

 73ページをお願いいたします。 

 ３の町内自治会の育成と連絡調整１億7,700万円は、各区の町内自治会連絡協議会に市の行

政情報の回覧等について委託する行政事務委託料のほか、集会所建設等補助として集会所の新

築や修繕、借り上げへの補助等に係る経費でございます。 

 ４の市民公益活動の促進4,200万円は、千葉市民活動支援センターの運営等、ＮＰＯ法人の

認証等、まちづくり応援寄附金、またチーム千葉ボランティアネットワークの運営に係る経費

でございます。 

 続きまして、区政推進課の所管でございます。 

 ５の区役所等窓口キャッシュレス化2,500万円は、区役所市民総合窓口課及び市民センター

における証明書発行手数料の支払い方法としてキャッシュレス決済を行うための機器を導入し

たものでございます。 
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 74ページをお願いいたします。 

 ６のおくやみコーナーの設置2,600万円は、死亡に伴う手続において、申請書代行作成等を

支援するワンストップ窓口を区役所に設置した経費でございます。 

 令和３年度に緑区役所へモデル的に設置したものを、令和４年度、全区役所へ展開したもの

でございます。 

 ７の区役所窓口混雑状況配信システム改修800万円は、区役所窓口の混雑緩和のため、新た

に来所日時をオンライン予約できる機能を追加したことに伴うシステム改修に係る経費でござ

います。 

 ８の個人番号カード交付８億9,800万円は、個人番号カードの申請・交付事務処理体制の整

備、普及促進事業、法改正対応に伴う関連システムの改修に係る経費でございます。 

 続きまして、地域安全課の所管でございます。 

 ９の繁華街客引き対策3,800万円は、客引き行為等禁止区域に指定した中央区富士見地区及

びＪＲ海浜幕張駅地区における客引き行為等防止指導員による巡回、指導並びに千葉県警察等

と連携した客引き対策の実施のほか、警備会社による条例の周知啓発の実施に係る経費でござ

います。 

 10の防犯カメラ設置2,800万円は、ＪＲ主要駅周辺への防犯カメラの設置及び町内自治会等

が防犯カメラを設置する際の補助に係る経緯でございます。 

 11の防犯街灯設置・管理費助成１億2,700万円は、町内自治会等が所有する防犯街灯の設置、

修理、管理に対する補助に係る経費でございます。 

 75ページをお願いいたします。 

 12の防犯パトロール隊支援100万円は、防犯パトロール活動を実施している団体への腕章等

の物品の配付及び青色回転灯車両による防犯パトロールを実施する地域団体への着脱式青色回

転灯等の配付に係る経費でございます。 

 最後に、広報広聴課の所管でございます。 

 13の市役所コールセンター運用管理9,700万円は、市役所コールセンター運用管理に係る経

費でございます。 

 14のちばレポ、Ｍｙ Ｃｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔ運用管理500万円は、ちばレポの運用経費でご

ざいます。 

 15の市政だより発行１億1,600万円は、ちば市政だよりの発行に係る経費でございます。 

 市民自治推進部は以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 生活文化スポーツ部長。 

○生活文化スポーツ部長 生活文化スポーツ部長の小名木でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 恐れ入りますが、座って御説明させていただきます。 

 生活文化スポーツ部の主な施策の概要について御説明させていただきます。 

 主要施策の成果説明書の76ページをお願いいたします。 

 初めに、文化振興課の所管でございます。 

 １の文化施設管理運営13億3,500万円は、市民会館、美術館など６施設の指定管理に伴う管

理運営経費、施設の修繕を行った経費等でございます。 
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 77ページをお願いいたします。 

 ２の文化芸術振興4,900万円は、文化芸術振興を図るために実施した様々なイベントや補助

金交付等に要した経費でございます。 

 障害のある人もない人も、みんなで一緒に行う文化芸術活動、チバリアフリーアートプロジ

ェクトの実施や、芸術文化新人賞の顕彰、音楽団体等が継続して活発に音楽鑑賞公演等を開催

できるよう、音楽鑑賞公演等の会場費に対する補助金の交付などを行いました。 

 次に、スポーツ振興課の所管でございます。 

 78ページをお願いいたします。 

 ３のパラスポーツの推進4,100万円は、パラスポーツの普及啓発や、障害者のスポーツ活動

への参加拡大を図るため、パラアスリートによる学校訪問、パラスポーツフェスタちばやオー

プンボッチャ大会の開催経費、ちばしパラスポーツコンシェルジュの運営経費、パラスポーツ

振興補助金等でございます。 

 ４のスポーツ行事2,500万円は、市民のスポーツ、レクリエーションの振興を図るため、第

29回スポーツ・レクリエーション祭などの各種市民スポーツ行事を開催するとともに、各地区

スポーツ振興会の地区市民体育行事負担金など、スポーツ関係団体の育成、支援を行ったほか、

ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2022を実施した経費でございます。 

 79ページをお願いいたします。 

 ５のスポーツ施設管理運営８億8,700万円は、スポーツ施設の指定管理に伴う管理運営経費、

公益財団法人千葉市スポーツ協会への運営補助、施設の修繕等を行った経費、幕張西スポーツ

広場の整備に当たり、実施設計等を行った経費でございます。 

 ６のＹｏｈａＳアリーナ～本能に、感動を。～、千葉公園総合体育館の整備43億4,100万円

は、老朽化が進む千葉公園体育館や周辺のスポーツ施設の集約施設として新市民体育館を整備

するため、本体工事等を行った経費でございます。 

 80ページをお願いいたします。 

 次に、男女共同参画課の所管でございます。 

 ７の男女共同参画推進2,300万円は、男女共同参画審議会の開催や男女共同参画に関する啓

発、女性のためのつながりサポート事業等に係る経費でございます。 

 第５次ハーモニープランを策定しましたほか、市内事業者の女性活躍推進に向けた取組とい

たしまして、アドバイザーの派遣や、動画配信によるセミナーを実施いたしました。 

 ８の男女共同参画センター管理運営１億3,600万円は、男女共同参画センターの指定管理に

伴う管理運営経費でございます。 

 男女共同参画センター事業の一環といたしまして、２件の調査、研究を実施しましたほか、

研修、学習では43講座を実施いたしました。 

 さらに、女性のあらゆる悩みに対応するためのハーモニー相談や、男性のための電話相談、

その他各種の交流、啓発を行いました。実施状況につきましては記載のとおりでございます。 

 81ページをお願いいたします。 

 次に、消費生活センターの所管でございます。 

 ９の消費者行政推進交付金活用800万円は、国の地方消費者行政強化交付金に基づき、千葉

県から交付を受け、相談窓口の周知及び強化や、消費者教育の推進等を図るための事業を実施
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した経費でございます。実施内容は記載のとおりでございます。 

 10の消費者対策4,100万円でございます。 

 １点目の消費者対策は、迷惑電話等防止機器設置助成を実施した経費でございます。 

 ２点目の消費者教育は、消費生活講座などの各種講座の実施や、隔月で発行している消費生

活情報誌、暮らしの情報いずみの制作に係る経費でございます。 

 ３点目の消費者相談は、消費生活相談員による消費生活相談、及び弁護士同席による多重債

務者特別相談を実施した経費でございます。実施状況は記載のとおりでございます。 

 市民局の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 次に、区役所所管について、順次、説明をお願いいたします。 

 なお、区長が２列目にもいらっしゃいますが、着席のままでも結構でございますので、よろ

しくお願いいたします。中央区長。 

○中央区長 中央区長の松浦でございます。よろしくお願いいたします。 

 説明の前に、御手元にお配りしております令和４年度主要施策の成果説明書の正誤表を御覧

ください。 

 中央区役所の決算額状況表を記載のとおり訂正させていただきますとともに、おわび申し上

げます。大変申し訳ございませんでした。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

 主要施策の成果説明書の238、239ページをお願いいたします。 

 区役所では、地域の活性化支援や地域課題の解決を推進するため、地域の実情に応じ、区民

の意向を反映させた各種事業の展開に努めているところでございます。 

 ６区の事業内容については、各区長より御説明をさせていただきます。 

 初めに中央区でございます。 

 まず、歳入は、正誤表のとおり、収入済額が３万円で、郷土博物館発行の千葉市歴史読本、

史料で学ぶ千葉市の今むかしを区役所において販売した収入などでございます。 

 次に、歳出は、区の自主企画事業に係る経費で、款２・総務費、項１・総務管理費、目１・

一般管理費及び目９・区役所費の合計額といたしまして、予算現額865万円に対し、支出済額

は372万円、執行率は43.0％です。 

 不用額492万円の主なものは、中央区ふるさとまつり、地域活性化支援及びくらし安心・自

主防災マップ作成支援に係る経費で、新型コロナウイルス感染症の影響により中止としたこと、

また、これら事業に係る申請団体が当初の見込みに達しなかったことによるものでございます。 

 次に、主な施策の概要及び成果ですが、１、地域活性化支援は、各区共通の事業で、区の特

性を踏まえた課題解決や地域の活性化に取り組む区民の主体的なまちづくり活動に対し支援を

行ったもので、中央区は10団体に補助を行いました。 

 ２、中央区ふるさとまつり以下は、中央区の独自事業でございます。 

 ４、くらし安心・自主防災マップ作成支援は、自治会等が自主防災マップを作成するための

作成アドバイザーを７つの団体に派遣いたしました。 

 ９、健康づくりの推進は、糖尿病などの生活習慣病を予防するため、小学校就学児の保護者

を対象とした健康教育に使用する、カレンダーとしても使える小冊子を2,000部作成し、区内
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19の小学校で配付いたしました。 

 中央区は以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 花見川区長。 

○花見川区長 花見川区長の折原でございます。よろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 主要施策の成果説明書の240、241ページをお願いします。 

 歳出について、区の自主企画事業に係る経費で、款２・総務費、項１・総務管理費、目１・

一般管理費及び目９・区役所費で、予算現額1,053万円に対し、支出済額は556万円で、執行率

は52.8％でございます。なお、不用額は496万円で、花見川区民まつりが中止になったことに

よる不用などでございます。 

 次に、区の自主企画事業の主なものについて御説明いたします。 

 まず、５のオオガハス文化伝承事業ですが、オオガハスの発祥の地として、地域住民主体で

オオガハスの育成やハス文化の伝承に取り組む団体に支援を行うとともに、開花70周年記念の

自治会回覧用クリアファイルを作成したほか、オオガハスの実発掘地点とハス園の見学会を実

施し、区民等にＰＲを行いました。 

 また、６の糖尿病ゼロプロジェクトですが、健康づくり支援や、糖尿病予防啓発のリーフレ

ットなどを作成、配布するとともに、区民や区内の小学生から啓発標語を募集し、701作品の

応募をいただき、優秀作品を表彰し、リーフレットやホームページなどで紹介を行いました。 

 花見川区は以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 稲毛区長。 

○稲毛区長 稲毛区長の貞石でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 座って説明をさせていただきます。 

 主要施策成果説明の242、243ページをお願いいたします。 

 まず歳入ですが、収入済額５万円は、千葉市ふるさと応援寄附金でございます。 

 次に、歳出ですが、区の自主企画事業に係る経費で、款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費及び目９・区役所費の合計といたしまして、予算現額1,275万円に対し、支出

済額は930万円で、執行率は72.9％です。 

 なお、不用額344万円の主なものは、地域活性化支援事業のうち、拠点支援事業において補

助金の申請がなかったことによるものです。 

 次に、稲毛区の主な自主企画事業について御説明をいたします。 

 まず、３の地域における防災訓練環境の整備促進ですが、地域における防災訓練の実施を促

進するため、従来より防災訓練用具の貸出しなどの支援をしてまいりましたが、これに加えて、

防災意識を醸成するため、専門性の高い外部講師による講演会を２回開催いたしました。 

 次に、７の地域課題解決支援ですが、区民対話会において、地域の方から課題として提起さ

れたごみ出しルールについて、外国人や地域住民に身近な問題として認識してもらえるよう、

５言語対応の啓発動画の製作や、チラシを作成いたしました。 

 なお、製作した啓発動画は、市政情報モニター、公民館のデジタルサイネージで放映すると

ともに、チラシについては、区内町内自治会、区内３大学のほか千葉県宅建協会千葉支部と連

携し、アパート等への新規入居者などに御案内しております。 
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 稲毛区は以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 若葉区長。 

○若葉区長 若葉区長の柿崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 若葉区、歳出についてですが、区の自主企画企画事業に係る経費で、合計といたしまして、

予算現額1,062万円に対し、支出済額は418万円、執行率は39.4％でございます。 

 なお、不用額は644万円で、主なものといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響

で若葉区民まつりが中心になったことによるものでございます。 

 若葉区の主な自主企画事業について御説明いたします。 

 まず、４、若葉区の地域防災力の向上についてですが、避難所委員会のスキル向上、普及啓

発を目的とした研修会を11回、また、千城台小学校の児童に防災教育を開催いたしました。 

 次に、６の若葉区の魅力発信についてですが、川柳コンテストでは、440人、675作品の応募

があり、受賞作品でポスター等を作成し、若葉区の魅力発信の広報活動に活用させていただき

ました。 

 また、魅力発信ツアーでは、豊かな自然を生かしたサイクリングとウオーキングツアーをそ

れぞれ１回開催し、延べ30人の方に参加いただきました。 

 最後、７の地域活動支援プラットフォームについてですが、地域活動団体の課題解決を支援

するため、情報の集約発信や町内自治会役員セミナーを開催し、69人の方に参加いただいたほ

か、団体間交流を促進するまちづくり交流会を２回開催し、延べ60人の方に参加いただいたと

ころです。 

 若葉区の説明は以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 緑区長。 

○緑区長 緑区長の長瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 それでは、主要施策の成果説明書の246ページ、247ページをお願いいたします。 

 歳出についてですが、区の自主企画事業に係る経費で、合計額といたしまして、予算現額

1,199万円に対し、支出済額は967万円、執行率は80.6％でございます。 

 なお、不用額は232万円で、主なものといたしまして、緑区ふるさとまつりにおいて、事業

規模の縮小、コロナ感染症対策の精査によるものでございます。 

 緑区の主な独自事業について御説明いたします。 

 まず、２の緑区ふるさと祭りについてですが、令和元年の台風の影響及び令和２年、３年の

新型コロナウイルス感染症の影響から中止としていましたが、４年ぶりに区民相互の交流、触

れ合いによる地域活性化と区民意識の醸成を目的に、11月６日に開催いたしました。 

 次に、８のまちカフェライブについてですが、区民相互の交流と触れ合いを図ることを目的

に、鎌取コミュニティセンターなどにおいて、感染症対策を講じた上で、観客を制限して音楽

ライブを開催するとともに、ライブに参加していない団体の演奏を収録して動画配信を実施い

たしました。 

 緑区の説明は以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 美浜区長。 
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○美浜区長 美浜区長の中島でございます。よろしくお願いいたします。 

 座って説明をさせていただきます。 

 主要施策の成果説明書の248、249ページをお願いいたします。 

 歳出についてですが、区の自主企画事業に係る経費で、合計額といたしまして、予算現額

942万円に対し、支出済額は222万円で、執行率は23.6％でございます。 

 なお、不用額は719万円で、主なものは、新型コロナウイルス感染症の影響により美浜区民

フェスティバルが中止になったこと、また、地域活性化支援事業の採択された団体が当初の見

込みに達しなかったことなどによるものでございます。 

 美浜区の主な自主企画事業といたしまして、まず、３の区民対話会ですが、高洲・高浜地区

の地域運営委員会の委員を対象に、地域課題である避難所について、稲毛海浜公園の活用につ

いて、居住外国人についての３つのテーマについて、参加された方々と活発な意見交換を行い、

地域課題の共有が図られました。 

 次に、10の美浜ベジ・アクティブ宣言の推進ですが、生活習慣病予防や健康づくりに取り組

むきっかけとなるよう、リーフレット、簡単！野菜レシピを作成、配布するなど、野菜摂取を

軸とした健康づくり情報を周知したほか、区内の市立小学校の児童を対象としたクッキングレ

ポートの募集を行い、398件の応募がありました。 

 区役所の説明は以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございました。 

 それでは、これより御質疑等をお願いしたいと思いますが、審査の初日となりますことから、

委員の皆様に申し上げます。 

 御質疑等の際には、最初に一括か一問一答か、質問方法を述べてください。いずれも、答弁

並びに意見、要望を含め45分を目安とさせていただきます。なお、10分ぐらい前になりました

ら、残りの時間をお知らせいたしますので、時間内で御発言をまとめていただくよう御協力の

ほどお願いいたします。 

 また、委員の皆様には、令和４年度の決算審査であることを十分踏まえ御発言いただくとと

もに、所管におかれましては、簡潔明瞭な御答弁をお願いいたします。 

 なお、委員外議員が質疑を希望した場合の取扱いは、当分科会の委員の局ごとの質疑が全て

終了した後に協議、決定いたしますので、御了承願います。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 一問一答でお願いします。 

 新規で客引き対策ということで、私もちょいちょい出歩いておりますけれども、最近また非

常に若い人たちが、おじさん、ねえ寄っていらっしゃいってやっていますので、まあ何とか、

ああいう人たちもなきゃならないんですけれども、そういう形で私たちも見守っているんです

けれども、市としてはそういう人たちにどういうふうに対処をしているのか、お願いをいたし

ます。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課、岡田でございます。 

 客引き行為者に対しまして、巡回している客引き指導員が身分証等の提示を求めております。

その結果としましては、本年８月末時点で55名、一応、人定作業が終了しているところなんで
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すが、このうち22歳以下と分かった者が33名と６割おります。このうち多くのものが高校生や

大学生のアルバイトに従事しているものと思われるところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 今聞いたけれども、そういう若い人。私なんか見てると、あれ高

校生かなと。もっと上じゃないか。 

 ３年前は、大体私、顔知っていたから、やあこんにちはって言うけれども、今は分かんない

だよ。カラス部隊で、十字路で真っ暗な格好してさ。駐車場もあるし。 

 じゃ、三十何％が若い人って言うけれども、万が一、高校生だとか何とかという人たちはど

ういうふうに対処してるの。学校に何かやってるの。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課、岡田でございます。 

 教育委員会を通じまして、千葉市内、それと近隣市、市原市とか習志野市とか、合計48の高

校と14の大学に対しまして、アルバイト従事を防止するということでポスターやチラシを配付

するとともに、あと、市のホームページなどでも動画配信を通じて呼びかけを行っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） ああいう人たちも、必要悪なんだよ。地方から来た人たちは分か

らないし、いらっしゃいってやられますけれども、私たちもそういうお店を把握して。私たち

が行く店は健全な店ですから、そういうことございませんから、地方から来た人たちが一番災

害でございますので。 

 それともう一点は、道路の真ん中の中心線、白線があるでしょう、あそこのところにポール

立ててもらえないか。ずっと。そうすると、両脇は車がとまらないんだよ。私、昨日も言いま

したけれども、車がびっちりなの。そういうところもやっぱりある程度は、地方から来た人た

ちは、千葉は何でこんな車がとまってんのとか客引きがいるのとか言いますから、白い真ん中

に、中心線にポールを立てれば車とまりませんから、そういう政策もやはり客寄せ防止のため

にも。あの人たちがみんな鍵持っていますから。鍵持ってて、すぐ移動しちゃうから。健全な

町にするためにはそういうふうにやっていただければと思いますので、これからもぜひともよ

ろしくお願いします。 

 それで、９人じゃ足らないよ、夜の警察は。もっともっと増やして、健全な町にしないと。

いたちごっこなんです。来たなと思うと、すうっと逃げちゃって。もう顔知ってますから。私

たちだと逃げないけれども、警察だと逃げちゃうんだよ。そういうことでこれからも健全な町

にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それから防犯カメラ。なぜかというと、ちょうどうちも９月７日に、多分アリオの人だと思

うんですけれども、襲われまして、９時何分になって警察来ました。うちの町内も防犯カメラ

が足らないじゃないかというということを前々から町会で言ってるんですけれども、まあ設置

場所だとか、そういうところつけなきゃならないと私は思っておりますので、ぜひとも台数を

増やして、早く皆さん、健全な町やっていただきたいと思いますので。 

 防犯カメラは、千葉市で、町内自治会でどのぐらいついているんですか。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－12－ 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課、岡田でございます。 

 令和４年度までの申請で、町内自治会が設置したカメラに補助したのが97団体で274台、

（後に「75団体190台」と訂正）設置済みでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 非常に少ないよね、200台なら。もっともっとつけていただけれ

ば、私たちも協力いたしますので。 

 １台どのくらいの価格で町内自治会のほうに補助金出しているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課、岡田でございます。 

 １台当たり40万円を基準としておりまして、４分の３、30万円を上限として補助していると

ころでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 万が一事件が起きたら、そのカメラのデータを誰が見るんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 カメラの管理規程というものを作成していただきまして、警察からカメラを管理している方

に連絡がいって、警察のほうでデータを抽出するということです。その抽出作業については、

管理者の方も手伝っていただくという形となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 管理は構わないんだけれども、私たちが見て大丈夫なの、それ。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 警察から依頼があったときに、初めてそのデータに触るということになりま

して、そのデータ抽出が警察だけでできるものであれば警察だけで行うんですけれども、様々

な種類のカメラがございますので、抽出の際に、その時間、その場所でという限定をしてデー

タを抽出していただくということになります。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） じゃ、私たちは一切、手を触れないで、事件があったときだけし

か見れないってことですね。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 そのとおりでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 分かりました。そういうふうにしないと、どっかのカメラじゃな

いけれども、三須委員があそこで飲んでたよとか、そういうので出てきちゃうから。 

 そういう規定をはっきりしていただければ、私たちだって、いや、あそこのお父さんがなっ

たじゃ困りますので、警察がそれを見てくれるなら私たちはいいんですけれども、町内会長さ
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んが大丈夫だよって見ちゃうと困ります。そういう規定があれば、分かりました。ぜひとも私

はつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 すみません。先ほどのカメラの団体と台数に訂正がございます。令和４年度

末では、75団体190台が正確な数字でございます。訂正いたします。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） それから防犯外灯です。いつも区長もいますけれども、１町会に

対してつけられる防犯街灯が年間２台では少ないです。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 防犯街灯の新規設置につきましては、特に台数を限ってはおりませんので、御希望の箇所が

ありましたら、窓口の各区役所地域づくり支援課のほうに御相談いただければと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） うそだよ。だから質問してる。全部つけちゃうよ、それだったら。

そうじゃないでしょって言ったの。各町会で１年間２台ぐらいって決まってるんだよ。そうじ

ゃないかい、区長さん。だから私言ってる。もうちょっとつけたいなと言っても、いや、今年、

年間で決まっている。２台しかつけれませんよって言うから、じゃ、もう一台つけたい。犯罪

が起きてるから、私たちはもう少し。でも予算がないって言うから、私たちも訂正。今課長が

言うとおり、何台でもいいですよって言ったら、じゃ分かったよと。来年度20台つけちゃうよ。

大丈夫ですね、それで。 

多分決まってるんでしょうよ。２台って聞いてるんだから、こっちは。いいんだよ、２台で

よ。もうそれで決まってるんだからさ、変なこと言わないでくださいよ。 

○主査（伊藤隆広君） 中央区地域づくり支援課長。 

○中央区地域づくり支援課長 中央区地域づくり支援課長、藤牧でございます。 

 今、地域安全課長からお話がありましたように、地域づくり支援課のほうに御相談いただい

て、何台御希望というところをおっしゃっていただいて、そこで御相談で交付という形にさせ

ていただければと思っております。 

 防犯街灯の距離ですとかそういったところを加味して、こちらでも協議をさせていただいて、

御申請いただければと存じます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） いいよ、そんなこと言わなくたって。２台で決まってるんだから

さ。 

 つけたいとこいっぱいあんだから。それ言ったから、その人が10台つけろって言ってるんじ

ゃないですから。やっぱり決まりは決まりで、平均２台だけども、もう一つぐらいでいいです

よって、そのぐらいの勢いじゃないと。みんなつけたいんだから。 

 まあそういうことで、防犯街灯のほうの補助、増やしていただければ幸いでございますので、

まあ頑張ってください。 
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 それから、文化のほうで、うちのところのＪＡＰＡＮ ＪＡＭ、非常に盛況でございました

ので、今年はどのぐらいの皆さんが参加してくれたでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 文化振興課長。 

○文化振興課長 文化振興課の市倉でございます。よろしくお願いいたします。 

 今年度のＪＡＰＡＮ ＪＡＭにつきましては、５日間で約15万人の方が来場されております。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） その15万人が蘇我に一堂に会しましたからね。 

 音とか何かは、苦情は来ましたか。 

○主査（伊藤隆広君） 文化振興課長。 

○文化振興課長 文化振興課でございます。 

 今年度のＪＡＰＡＮ ＪＡＭに関しましては、開始当初に騒音の苦情が一定数ございました。

中間の期間で音量の調整を主催者のほうが行いまして、その後、苦情が減ったという状況がご

ざいました。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） そうですよね。みんな騒音はＪＦＥのほう向ければいいんだ。そ

ういう形で楽しみがないと。 

 やはり来場者も、平均年齢きずっと下がっていると思うんだけど、どのくらいの平均の層が

あそこに集まってやっているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 文化振興課長。 

○文化振興課長 文化振興課でございます。 

 大体、来場される方の約９割が30代以下という、非常に若い方がお越しになっているという

状況でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） やはりそういう年齢が来て、蘇我の町を発展させる形がいいと思

いますので、これからも。 

 それからもう一点、千葉市としてせっかくああいうステージがあるのに、若者がこれやると

ころも設営できてるんですけれども、やはり千葉市に来てるんですから、千葉市の子供たちが

できるような１枠つくってもらったほうが私はいいと思いますので、その辺申し入れてくださ

い。お願いいたします。 

 それから、中央区の町内自治会の促進というんだけども、これはどうですかね。効果は。は

い、どうぞ。 

○主査（伊藤隆広君） 中央区長。 

○中央区長 町内会の加入率が、中央区の場合、年々減少しているという現状ではございまし

て、今回、加入促進パンフレット、日本語のものは３万5,000部、また、やさしい日本語、英

語、中国語、ベトナム語の４か国語で記載した外国の方向けのパンフレットも１万部作成いた

しまして、なるべく多くの方に入っていただけるように、周知に努めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 
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○委員（宇留間又衛門君） いくら加入しても無理ですよね。うちのほうも促進って言っても、

ワンルームとマンションが困っちゃうんですよ。そういうことで、町会のほうに頑張っていた

だければ。私たちも一生懸命加入してるんですけれども、なかなか加入率が相当減っています

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。終わります。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） では、一問一答でお願いいたします。 

 御説明ありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。 

 最初に、成果説明書68ページの歳入歳出決算額状況表につきましてお尋ねいたします。 

 款22、項１・寄附金についてであります。予算現額7,000万円に対しまして、調定額3,000万

円ということで半分以下なんですが、この乖離が大きいところについて教えていただければと

思います。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進課長。 

○市民自治推進課長 市民自治推進課の平野と申します。 

 この予算額と決算額の乖離につきましては、主なものがまちづくり応援寄附金収入に係るも

のでございます。乖離の理由といたしましては、予算編成のときの想定よりも寄附が集まらな

かったということによるものでございます。 

 まちづくり応援寄附金は、令和２年の９月から開始されたものでございまして、令和４年度

は乖離はありますけれども、前年比で約250万円増加しております。今後も積極的に制度を周

知しまして、寄附の促進に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 御説明ありがとうございました。ちょっと乖離が大きいので、参考ま

でに質問させてきました。ありがとうございました。 

 続きまして、72ページ、市民総務課の１、コミュニティセンター管理運営について質問させ

ていただきます。 

 管理運営の表出ていて、計算しておりますけれども、花島コミュニティセンターのスポーツ

施設のところ、横棒になってます。体育館とかほかスポーツ施設ありますけれども、ここ、人

数が入っていないことはどういったことなんでしょうか。教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 市民総務課長。 

○市民総務課長 市民総務課、鴇田でございます。 

 花島公園のスポーツ施設に関しましては、都市公園施設となっておりまして、都市局の所管

となっておるため、記載しておりません。ただ、今後、分かりやすい表現となるように、表の

記載方法を工夫してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 承知しました。ありがとうございます。 

 それと、同じくこの表の中で、諸室稼働率について掲載していただいております。大半のコ

ミュニティセンターが50％未満の稼働率となっておりまして、さらに30％台が４か所あります。
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これ、採算面で問題ないのでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 市民総務課長。 

○市民総務課長 市民総務課でございます。 

 稼働率４割を下回っている施設、４施設となっておりますが、稼働率に限らず、いずれの施

設に関しましても、指定管理をする際には、稼働率を勘案した指定管理料を市から事業者のほ

うに支払っているほか、各指定管理者も稼働率を認識しつつ自主事業等を行っていただいてお

りますので、採算については現時点では問題ないと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。採算は問題ないとはいっても、これだけ稼

働が少ないというのは、使いたい市民が使えないということの弊害も一方出ていますので、ど

うか稼働はアップさせていただくようにお願いしたいと思っております。 

 続きまして、73ページに行きたいと思います。区政推進課の５の区役所窓口キャッシュレス

化について質問させていただきます。 

 キャッシュレス決済を導入したということなんですが、利用状況は当初の想定どおりなんで

しょうか。また、市民の方からの評価について、お聞きしていることあれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課、亀井でございます。 

 区役所窓口等全体でのキャッシュレス決済の利用率については、導入した２月以降、10％か

ら11％で推移しているところでございます。この使用実績については、先行導入した他市の高

いところで約15％程度となっておりますので、こちらと比べて同程度の利用率かなというふう

に考えております。 

 今後、ＳＮＳ等を活用した広報によりまして、さらなる利用促進について努めてまいりたい

と思います。 

 ちょっと個別に利用者の方の評価というのはお聞きしてないところですけれども、窓口等で

お勧めすると、使えるんだということで使っていただける機会があるということで聞いており

ます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 続きまして、こちらのキャッシュレス決済なんですが、対応可能なア

プリは。いろいろなアプリ対応していると思うんですけれども、対応可能なものってどれぐら

いあるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 区役所窓口等で使用できるキャッシュレス決済の種類ですけれども、合計で24種類ございま

す。クレジットカードがＶＩＳＡ、Ｍａｓｔｅｒ、ＪＣＢなど５種類、電子マネーが楽天Ｅｄ

ｙ、ＷＡＯＮ、ＱＵＩＣＰａｙ、またＳｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯなど交通系ＩＣなど13種類、ま

たバーコード決済ですと、ｄ払いですとかペイペイ、楽天ペイなど６種類が利用できます。利

用いただく機会の多い決済手段は網羅していると考えております。また今後、御要望等あれば、
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追加を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。ほぼ全て対応していただいているというこ

とで承知いたしました。 

 10％から11％で推移して、今後も広報を進めていくということなので、より市民の方が利用

しやすくなるように、継続的に取り組んでいただけたらと思います。ありがとうございます。 

 続きまして、74ページに行きまして、同じく区政推進課、６、おくやみコーナーについて質

問したいと思います。 

 我が会派としましても、設置につきまして相当注力してきたおくやみコーナーでございます

けれども、利用率29.6％とありますが、これは何に対して29.6％ということなんでしょうか。

教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 この利用率ですけれども、分母はお亡くなりになった住民です。亡くな

った方の市民の手続が対象となりますので、住民票に載っていた方が亡くなった場合。それが

分母で、分子は、予約して手続を行った件数が分子となります。それが約30％ということでご

ざいます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 お亡くなりになった方に対して予約してということなんですけれども、利用率は当初の想定

に対してどのような感じなんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 おくやみコーナー、令和４年５月、昨年の５月末から全区で実施してい

るんですけれども、利用率の目標設定する際は先行自治体を参考にしております。政令市です

と、広島市が千葉市と同様に、ワンストップの手続を全区で実施しております。広島市が約

20％という利用率で、近隣ですと、船橋市が約30％ぐらい利用しているというふうに聞いてお

りました。その辺が一番高いところでしたので、近隣市、政令市で一番高い目標ということで

30％、大体それは達成できたかなというふうに考えているところです。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。 

 ちなみに、このおくやみコーナー設置に関しまして、いわゆる周知とかということは行った

んでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 対象となる方がお亡くなりになった方ということで、死亡届の手続は、

ほとんどの場合、葬祭業者が代行している場合が多いことから、葬祭業者を通じて、遺族の方

にハンドブック。その手続の内容等を分かりやすく解説したハンドブックを作成しております

ので、全ての遺族の方にハンドブックが届くように、葬祭業者などを通じて配付をお願いして

いるところでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 
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○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。非常に今後、高齢化社会が進むに当たりま

して、大事な窓口でもあります。また、最近、横浜市からも視察に来たというふうに伺ってお

りますので、非常に他市からも注目されている内容だと思いますので、ぜひ対応内容のより一

層の充実を図っていただければと思います。ありがとうございました。 

 続きまして質問させていただきます。同じく74ページ、区政推進課、７の区役所窓口混雑状

況配信システム改修についてでございます。 

 システム改修に伴った具体的な何らかの効果と、あと市民の方の反応について、もしお聞き

していることあれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 窓口の待ち時間の減少などについては、ホームページ見ていただくことで、混んでいる時間

については避けていただくというようなことはあるかと思いますけれども、実際それがどのよ

うに減少につながったという測定はなかなか難しいところでございますが、オンライン予約を

した場合については、窓口で何人待っている人がいましても、窓口の表示盤で表示されている

方の次に案内されることになりますので、優先して案内されるため、待っている方が多ければ

多いほど、待ち時間の短縮効果というのは大きくなります。 

 今のところ、利用者の声というのは聞いてないんですけれども、今後、オンライン予約した

人を対象としたアンケートを考えておりまして、利用者の声を聞くなどして反映させていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。 

 ちなみに、私なりにほかの自治体調べてみました。例えば北海道北見市辺りは書かない窓口

とか、さらに一歩進んで、大阪の豊中市だと行かない窓口とかという取組もあったりします。

本市として何か検討していることあれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 本市におきましては、オンラインで完結する窓口サービスとしましては、マイナンバーカー

ドをお持ちの方については令和５年の２月から、マイナポータル上で転出届の手続を行うこと

ができるようになっておりますが、以前から本市では、令和３年４月から電子申請サービスで、

同様に転出の届出ができるサービスを実施しているところでございます。 

 また、書かない窓口のサービスとしては、平成29年４月（後に「平成29年１月」と訂正）か

ら、電子申請サービスで転入・転出・転居手続の事前申請を行っているところでございます。

これは、電子申請した後に窓口にお越しいただくと、住所等あらかじめ印字して、申請書類に

署名するだけで済むようにしているものでございます。他市における行かない窓口ですとか書

かない窓口の取組については承知しておりますので、本市としてもサービスの向上について検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 
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○市民自治推進部長 すみません、訂正です。書かない窓口の電子申請の転入、転出、転居の

事前申請は、平成29年１月からになります。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。今御説明いただきまして、他市の事例も検

討しながら、より一層、利便性を向上していただけるということですので、ぜひデジタル技術

を活用して進めていただければと思います。 

 続きまして、先ほど宇留間委員からもお話ありましたが、地域安全課の９番、繁華街客引き

対策について、１点だけ教えてください。 

 指導員による巡回指導を実施されましたけれども、巡回のペース、例えば、月何回とか、週

何回とかあると思うんですけれども、それについて教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 指導員の巡回のペースということなんですが、火曜日から土曜日まで週５日間、夜間を中心

とした勤務体制、パトロールを行っております。パトロールは３名を１班としまして、３班９

人体制で、客引き行為等禁止区域全域を巡回して、指導業務を実施しているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。かなり高頻度でパトロールしていただいて

いるというふうに感じました。 

 先ほど宇留間委員からお話ありましたけれども、なかなか客引きというのは撲滅が難しいか

なと思いますが、どうかこれからも、市民の方が安心して町歩きできるように、対策の強化を

お願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、その次、同じく地域安全課の10番、防犯カメラの設置でございます。 

 令和４年度７台設置したとありますけれども、これは予定していたとおり、全部設置できた

んでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 予定した駅全てに設置をしております。設置数につきましては、所轄警察署との協議により

決定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 ちなみに、今後、設置がもう確定しているという予定はあるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 今年度は、ＪＲ新検見川駅とＪＲ鎌取駅周辺に４台ずつ設置する予定としておりまして、年

末に工事を行い、来年２月から運用開始とする予定で事業を進めているところでございます。 

 以上です。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－20－ 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 続きまして、設置補助台数、46台補助とありますけれども、これは、希望されたところには

全て補助に至ったのか、それとも希望に沿えないところがあったのか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 令和４年度は15団体から46台の防犯カメラ設置申請がございまして、その全てについて補助

を行ったところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。 

 ちなみに、この補助に関する申込み状況、増加なのか減少なのか等あると思うんですけれど

も、傾向について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 補助に対する申請は年々増えておりまして、ちなみに今年度で言うと、26団体から95台の申

請がございまして、こちらについては全ては補助できないような状況となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 防災・防犯意識の高まりから恐らく申請が増えているのかなというふ

うに思いました。今、全部はというお話ありましたけれども、可能な限り設置していただけた

らと思っております。 

 ちなみに、防犯カメラ設置に関する御要望あるかと思うんですけれども、当然、いろいろな

コスト等もかかってくるかと思うんですが、設置以外の、例えば、ランニングコストに関する

補助の希望があるとか、そういった地域からの防犯カメラに関する設置費以外の要望ってあり

ますでしょうか。教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 電気代についてと、あと更新についてという御相談は幾つかいただいておりまして、今年度、

既にもう防犯カメラ設置済みの団体に対して、更新の希望があるかどうかというようなアンケ

ート調査は実施したところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。犯罪抑止にも効果がありますし、また捜査に

も十分活用されている防犯カメラであると思いますので、可能な限り、設置のさらなる推進と、

あと補助率の拡大を検討していただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、77ページ、文化振興課、文化芸術振興のところになります。 

 １に地域文化支援事業の表を掲載していただいております。新人賞サポートプログラムとあ

りますけれども、これは具体的に何をされたんでしょうか、教えてください。 
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○主査（伊藤隆広君） 文化振興課長。 

○文化振興課長 文化振興課でございます。 

 こちらの事業は、千葉市の芸術文化新人賞を受賞された方を広く市民の方々に知っていただ

くための事業でございまして、具体的には、受賞された方のコンサート、それから作品の展示、

ワークショップ等を行うものでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 そうすると、ちょっと次の質問にもかぶっちゃうかもしれないんですが、５の芸術文化新人

賞で116万円の決算額ということなんですけれども、（２）受賞者、新人賞１件、奨励賞３件

とありますが、これは何か顕彰等を行ったんでしょうか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 文化振興課長。 

○文化振興課長 文化振興課でございます。 

 新人賞に対する賞金等ですけれども、新人賞は対象者が１件までで、副賞としまして現金と

して50万円、それから、奨励賞は４件までとしておりまして、副賞として現金として１件当た

り10万円というふうになっております。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。文化芸術の振興において、新人アーティス

トといいますか、芸術家の発掘というのは、持続性の観点から非常に大事だと思われますので、

今後もぜひ充実させて取り組んでいただけたらと思います。ありがとうございました。 

 続きまして、78ページです。スポーツ振興課のパラスポーツの推進についてお聞きしたいと

思います。 

 冒頭、取組の後に障害者のスポーツ活動への参加を支援したというふうに記載していただい

ておりますが、その障害者の参加というのは、実際に、これまでと比べると広がっているので

しょうか。もし、具体的に聞いていることあれば教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課、内谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、市のパラスポーツの取組といたしまして、障害のある方のスポーツ活動を支援するた

めに、パラスポーツコンシェルジュというものを設置しております。これはスポーツ協会のほ

うに設置しておるわけでございますけれども。そちらのほうで、障害を持たれた方をスポーツ

活動に結びつけるための情報提供とかマッチングとか、そういったサービスを展開いたしてお

ります。 

 昨年度は、相談件数としても432名という形で載せさせていただいておるんですけれども、

実際にスポーツの活動とつなげる数字自体は221名ということで、実は令和３年度より倍増す

るような形になってございます。これは、市のスポーツ協会で拠出を増やしたりとか、それか

ら民間のスポーツクラブの方と連携して、水泳教室を複数の店舗で展開したりとか、こういっ

た取組をしております。また、大学とも連携をいたしまして、活動の場所をつくったとか教室

を設けてもらったりとか、そういったことをしております。 

 その一方で、実は障害持たれた方のスポーツの参加率、これ、昨年度の電話アンケートの調

査なんですけれども、13.1％という数字で、実は目標の数字よりかなり低い形になっておりま



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－22－ 

す。ただ、コロナの影響もございましたので、今後また、目標の40％に向けて、パラスポーツ

コンシェルジュはじめこちらに載せているような事業を通じて増やしていきたい、このように

考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。パラスポーツ推進に関して様々取組をされ

たということで今お聞きしまして、大変すばらしいことと思いますので。参加者数は倍増、し

かし目標はちょっと下回っているということでございますので、より一層、その目標に近づけ

るように取り組んでいただけたらありがたいと思います。 

 その中で、この３番、オープンボッチャ大会の開催ということでありました。参加チーム数

79チームとありますけれども、実際参加したチームは79チームですが、申込みをしたチーム数

というのはどれぐらいあったのでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 昨年のオープンボッチャのチームでございますけれども、実際には137チームから申込みを

頂戴しております。当初、コートのサイズの関係とポートアリーナのサイズの関係で、56チー

ムを想定していたんですが、急遽、80チームまで募集増やすような形で取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 今、137チーム申込みがあったということで承りました。 

 79チームを最終的に選考されたということなんでしょうけれども、その選考過程といいます

か、選考の基準といいますか、その辺について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 選考に当たりましては、こちらのほうは特に市内という限定ではございませんけれども、県

外、県内、市内という形で、一定の率で傾斜を掛けまして、公開でその率に応じて抽せんを行

って、参加チームを決めると。そのような形を取らせていただいております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。抽せんということであれば公平かと思いま

すので、特に問題ないかと思いました。 

 ボッチャにつきましては、スポーツ推進員の方の取組にもよりまして、非常に地域への広が

りを感じております。小規模の大会の開催なども含めて、より多くの人が関わることができる

ようにぜひ工夫して、また継続していただけたらと思います。ありがとうございます。 

 続きまして、79ページ、同じくスポーツ振興課で、スポーツ施設運営についてでございます。 

 先ほどのコミュニティセンターのところとちょっと質問重複しますけれども、管理運営施設

の利用人数が示されておりますけれども、中には、例えば相撲場703人とか、宮崎スポーツ広

場8,599人ということで、かなり少ないなと思われるところが見受けられますけれども、採算

面とかそういった面で問題ないのか、念のため確認したいと思います。 
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○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 相撲場につきましては、700人ということで若干少ないように映ってしまうかもしれません

けれども、やはりコロナの影響もございまして、令和３年度に比べましても、実は参加人数の

ほうは700人で倍ほどになってございます。 

 また、運営面につきましては、相撲場につきましては、79ページのスポーツ施設管理運営で

一応、施設の一覧等ございますけれども、一部を除いて、一括で管理運営のほうを委託して、

管理のほうで委託しておりますので、その全体の中で運営をしていただいている、動かしてい

ただいているというところでございます。 

 また、宮崎スポーツ広場につきましては、地元の方に管理運営のほうを行っていただいてお

りまして、テニスコートが２面ございますけれども、過去の数字を見ても、特段少ないという

状況にはなってございませんし、あと、決算ではないんですけれども、これから２面ともコー

トの改修を行いますので、またそちらのほうで利用人数、増えていただければというふうに考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。相撲場に関しても、コロナの影響もあるか

ということ。また、宮崎スポーツ広場、もともとが規模がそう大きくない施設なのかなという

ことで理解いたしました。ありがとうございます。 

 それから、81ページ、消費生活センター所管の10番、消費者対策について質問させていただ

きます。 

 消費者対策の（１）迷惑電話等防止機器設置助成について質問いたします。 

 会派としても実施を求めてまいりまして、交付件数が268件とありますけれども、事業開始

以降の申込み状況と交付件数の推移について教えていただければと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センター所長の高澤でございます。 

 令和３年度より事業を開始しておりまして、令和３年度の予約件数は278件、交付件数につ

きましては221件。令和４年度の予約件数ですけれども、342件、交付件数が記載のとおり268

件となっております。 

 今年度も本事業は実施しているところですけれども、９月15日の予約件数が365件、交付件

数につきましては198件となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 素朴な疑問で恐縮なんですけれども、今御答弁いただいて、例えば令和４年、342件の申込

みに対して268件ということなんですが、その申込みと交付の差分については、例えば、翌年

度に交付を実施するとか、それとも何らかの理由でなくなったとか、ちょっとその差の処理に

ついて教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 
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○消費生活センター所長 事前予約制で、お電話をいただきまして、事前に御予約をいただい

ております。その後、実際に購入された後に交付の申請を頂戴しているところなんですけれど

も、事前予約した後に、実は既存の電話に留守番電話の機能がついていたからそれを利用する

とか、そういった今年度キャンセルされた方々にアンケートを取って分析しているところなん

ですけれども、様々な理由はありますが、設置を見合せた方というのも多くございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。利用者側の事情ということであれば、それ

はもう仕方ないかなと思います。かしこまりました。 

 続きまして、同じところで、３、消費者相談ところでお聞きしたいと思います。 

 消費生活相談と、あと弁護士会と連携した多重債務者特別相談の件数を明示していただいて

おります。昨年はコロナ禍の中であったんですけれども、そのコロナ禍において例えば増えた

とか減ったとか、そういった影響あるんでしょうか。 

 また今後、アフターコロナにおいて、これら数値はどのように変化していくと分析されてお

りますでしょうか。教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 消費生活相談は、令和２年度は新型コロナウイルスに関する相談が789件ございまして、相

談件数全体が7,835件と多くなっておりますが、その後、新型コロナウイルスに関する相談は

減りまして、令和３年度は全体で6,185件、令和４年度は全体で6,404件と、令和２年度に比べ

ますと、大幅に件数が減少しているところでございます。 

 多重債務者特別相談の件数につきましては、令和２年度は24件、令和３年度は25件、令和４

年度は43件となっております。 

 令和２年度ですけれども、４月から５月の２か月間、コロナの影響によりまして相談を実施

できなかったことから、前年度に比べますと11件減っております。アフターコロナにおける相

談件数を見込むことは大変難しいところがございまして、今年度の相談の受付状況を見ますと、

前年度とほぼ同程度の件数を見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。コロナ当初、最初だったので、いろいろな

不安もあって相談件数が増えて、以降はそれほど変化がないということで理解いたしました。 

 迷惑電話等防止機器設置助成につきましては、相変わらず高齢者を狙った詐欺が後を絶ちま

せん。助成措置の充実も含めて、ぜひ引き続き、実態を見極めた対策をお願いしたいと思いま

す。 

 また、アフターコロナにおきまして、様々な消費生活相談あるかと思いますけれども、ぜひ

引き続き、真摯に対応していただければありがたいと思います。 

 私の質問は以上でございます。どうもありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） 一問一答で、よろしくお願いします。 
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 スポーツ振興課のほうの６番、ＹｏｈａＳアリーナについてちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 古い千葉公園体育館が終わって、新しくＹｏｈａＳアリーナができて、すばらしい体育館が

できたと思っています。私の関係するスポーツ団体は、大変うれしく、楽しく会場を使ってい

るという状況があるんですけれども、４月の二十何日だったですか、オープンして、それから

供用開始されているんですけれども、屋内競技場ということで、利用団体から寄せられている

声。利用上についてだったり、新しい大会についての意見等ありましたら、ちょっと教えてい

ただきたいというふうに思います。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 新しくできましたＹｏｈａＳアリーナにつきまして、利用者の方、また近隣の方からは、新

しいということもありまして、きれいな建物ができたということで、歓迎のお言葉等いただい

てはおります。その一方、今まであった建物を集約して造った建物でございますので、例えば

アリーナで使用する備品、スコアボードとか、それから武道場のほうの畳の関係とか、そうい

ったところでいろいろ御意見のほうを頂戴しておりまして、備品や運用面、設備に関しまして

は、対応できるところは対応して、また競技団体の方ともお話や御意見伺いながら、運用面で

改善を図れるところは図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。 

 いろいろ意見はいただいているということですので、利用していく上で、改善できるところ

は改善していただきたいというふうに思います。 

 また、不具合というか、例えば出入口にカーテンをつけてほしいとか、いろいろ御意見があ

ったと思うんですけれども、その辺の対応状況はどのようになっているかお伺いしたい。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 備品等、カーテンといった御要望につきましては、先ほど御答弁させて

いただいたように、運用面のほうでまた検討していきたいというふうに考えておりますけれど

も、それ以外にも、実はトレーニング室のほうでちょっと雨漏りがあったりとか、そういった

ハード面のほうですけれども、あと、観客席のほうでちょっと外からの、雨があったときの吹

き込みがあったりとか、そういった不具合等を生じております。また、今月の初めに、雨水の

冠水の影響で浸水するということもございまして、そういったハード的なもの、建物に関する

ものについては設計会社、施工会社と一緒に対応を図ってまいりますし、雨水に関しましては、

今、建設局のほうとも協議して、対応を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。新しい体育館ということで、いろいろ今ま

でと違った部分で、利用する上でしにくい部分とか、自然環境でいろいろどうしたらいいかと

いうことは分かりました。 

 今、実際に指定管理者、非常に真面目にきっちり運営しておりまして、例えば、先ほど、玄
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関から水が吹き込んでくるというあれじゃないんですけれども、これは要望になるんですけれ

ども、例えば、卓球競技ですと、昨日も500人ぐらい体育館に集まるわけです。そうすると、

９時まで入れないということで、入り切れなくて外で待っている方もいる。昨日は雨降ってい

ませんでしたけれども。９時からというスタートに固執し過ぎて、利用する市民の方、競技者、

利用者が非常に窮屈な思いをしているという部分が一つ見受けられる。これは指定管理者が真

面目に取り組んでいるんだと思うんですけれども、できればもう少し利用者側に立って柔軟な

対応をしていただけるように指定管理者に対してちょっと指導していただきたいという思いも

あります。 

 昨日行ったんですけれども、中に入ったら、受付のすぐ脇に入り口があるんですけれども、

そこはもう関係者しか出入りできませんとか、それから、中入ったら３階に上がる階段とかあ

るんですけれども、たしか、玄関入って、３階に真っすぐぐっと上がる階段がある。そこはア

リーナを使う人は使っていけませんとか。何でそういうのがあるのか僕も分からなかったんで

すけれども、何かぎゅうぎゅうというか、利用者がちょっと窮屈しているような気がしてしよ

うがないので。 

 新しい体育館で、指定管理者の方も一生懸命、管理しようと思ってやっていると思うんです

けれども、卓球競技に限らずほかの競技も、どのような意見があるか分かりませんけれども、

できれば、利用者側、市民の方が楽しくＹｏｈａＳアリーナに来てプレーしてもらうという観

点で対応していただけるような形にしていただければありがたいなというふうに思いますので、

ちょっと御検討していただければと思います。 

 ＹｏｈａＳアリーナの件は以上ですけれども、非常に立派な体育館ですので、多分、多くの

スポーツ団体が取るのに必死で取って、使えない団体もある、そういう状況ですので、ぜひと

も市民に開かれた体育館にしてほしいなというふうに思います。 

 次に、消費生活センターの消費者対策についてお伺いしたいと思います。先ほど、茂呂委員

のほうからもお話ございました迷惑電話等防止機器置助成とか消費者相談。 

 ちばし安全・安心メールでもそうですけれども、特殊詐欺とか悪質商法、本当に減らない状

況が続いているという中で、コロナ禍もあったというのは分かるんですけれども、その相談状

況。先ほどもお話ございましたけれども、その中身というのは、もう少し何か具体的にあれば

教えていただきたいというふうに思います。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 昨年度受け付けた相談の主な内容でございますけれども、身に覚えのない相手から未払い金

の請求メールが届くといった架空請求に関する相談ですとか、賃貸アパートの退去時のトラブ

ルに関する相談、解約したいのに電話がつながらないなどといった脱毛エステに関する相談が

多く寄せられたところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。 

 身に覚えのない請求メールとかということなんですけれども、相談受けて、その後というの

は、一応その内容について相談者は納得しているという理解でよろしいんでしょうか。そこだ
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けもう一点。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 なかなか消費者、市民の方の御要望に全て沿えるかというと、いろいろな企業側のルールで

すとか考え方とかもありますので、100％希望どおりにいくかというのは難しいところですけ

れども、できるだけ市民の方に寄り添って、対応を消費生活相談員のほうはしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。多分、いろいろな相談があって、その全て

に納得いく回答というのはなかなか難しいと思いますけれども、寄り添って、相談者に対して

取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 それから、迷惑電話設置の件なんですけれども、先ほども件数が出ておりまして、結構出て

いるなと思ったんですけれども、これは後から。先ほどもお話ありましたけれども、自分のと

ころに設置している固定電話でもできるということが後で分かって、予約したのをキャンセル

するとか、そういう状況があるということでよろしいんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 もともとそういう機能があるのは御存じの方もいらっしゃるとは思うんですけれども、既存

の電話についている機能を使うことにしたという理由でキャンセルされた方も多くいらしたと

いうところがございました。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。いろいろ消費者対策ということで、限られ

た人数で多くの相談事を受けていますし、日々大変だというふうに思っております。１件当た

りの時間もたしか長いというふうに聞いておりますので、相談を受ける方は本当に大変だなと

いうふうに思いますので、少しでも寄り添う形で、少しでも楽になれるような相談していただ

きたいというふうに思います。 

 最後に、暮らしの情報いずみ、１回に１万3,500部、奇数月ということで、これは多分、町

内自治会とかに回覧版等で回してもらうような形で配付を一部はしていると思うんですけれど

も、その辺は市全体、満遍なくいっているのかどうか。どうなんですか。 

○委員（茂呂一弘君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 自治会さんには、昨年度の部数で言いますと6,661部、御郵送させていただいております。

実際の活用状況につきましては、大変申し訳ございませんが、その後、調査はかけておりませ

んので正確には把握していませんけれども、皆様、回覧等で御活用いただいているところだと

考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 
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○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。 

 暮らしの情報いずみですけれども、非常に中の情報がよくて、地域のほうを回っていると、

回覧版で回ってくるので、自分のところで取っちゃうと、ほかの方が見れないと。できれば１

人１部欲しいなという御意見もあるので、できれば何かいい配付方法。市政だよりではござい

ませんけれども、全部に配付するというのはなかなか難しいと思いますけれども、せっかくの

情報ですので、より多くの方に１部ずつ渡ればいいなと思います。そういうことも検討してい

ただきながら、情報の活用をさらに進めていただければと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 先ほど、661部、昨年度の送付件数と申し上げましたが、令和５年３月号の件数でございま

した。訂正させていただきます。 

 それで、今の御要望ですけれども、私どももできるだけ多くの市民の方の目に止まるように

と考えておりまして、市内の金融機関ですとか、あるいは大型のスーパー店ですとか、御協力

いただけるところには配架をお願いしているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） 分かりました。いろいろ消費者対策、また相談、そして情報の発信と、

いろいろ大変だと思いますけれども、被害者が出ないように、少しでもそういう方向にお力を

貸していただけるように今後も頑張っていただきたいということを申し上げまして、私のほう

は終わります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 一問一答でお願いをいたします。 

 最初に、個人番号カード交付について伺いたいと思います。 

 申請とか交付の事務処理体制というふうにありますけれども、どう整備をしたのか伺いたい

と思います。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 マイナンバーカードの交付を希望する方が速やかに申請を行うことができるように、区役所

の交付窓口を強化するため、会計年度任用職員や派遣職員の配置、またカード交付事務用端末

の増設などを行っております。また、それとともに、商業施設等での出張窓口の開設などを行

っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 普及促進事業の、内容と事業費について伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 商業施設等で実施している出張窓口について、規模を拡大して、643回実施いたしました。

また、11月からは、一般企業や老人施設、介護施設などへ出向いて申請を受け付けるプッシュ
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型の出張窓口を41回実施しております。本事業は委託で実施しまして、事業費は合計で約３億

4,000万円で、全額国費で対応しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 全額国費というふうなことになりますけれども、法改正対応に伴う関

連システムの改修ということも書いてありまして、この中身について伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 法改正に伴いまして、戸籍システムで必要な情報の連携が行えるように、システム改修を行

っております。この改正による市民サービスの効果としまして、例えば、本籍地以外での役所

の窓口で戸籍の証明書を取得できるようになったり、国民年金など各種の手続で、マイナンバ

ー制度を利用して戸籍、謄抄本の提出を省略することができるようになります。 

 こちらのシステム改修費は約1,800万円で、こちらも全額国費で対応しているところです。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） マイナンバーカードについては、私たちこの間も、そのまま進めてい

いのかというふうな立場で質問してきてますけれども、決算ということですので、６月の一般

質問のときに、これまで、システム改修など含まれてやっていたの、37億円というふうにたし

かお答えがあったと思うんですけれども、これからまたシステム改修が行われたり、それから

チラシ、窓口ということで、100％になるまで申請進めていく、推進するというふうな方向な

んでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 

○区政推進課長 区政推進課です。 

 交付円滑化計画のほうは令和４年度で終了しておりまして、100％目指すということ自体を

掲げているということはなくなったんですけれども、現在、保有率が73％まで来ておりますの

で、商業施設等での出張窓口等で、申請を希望する方についておおむね交付できる体制という

のは整えているというふうに考えております。 

 今後、そういった窓口のほうに来たくても来れない方に対して、手厚く体制を整えていきま

して、希望する方が全てマイナンバーカードを申請できるような体制について整えていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） また、希望していて、窓口まで来られない方の手続をプッシュ型でと

いうふうなことだと思うんですが、確かに国費なんですけれども、この分、どこまで膨らんで

いくのか。何かひもづけするたびにシステムが変更になると、システム変更費ということでま

たここに追加されるのかなというふうな思いはあるんですけれども、システムが何か変わるご

とにその更新をする費用がどの辺程度までというのはちょっと見えないんじゃないかと思うん

ですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 区政推進課長。 
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○区政推進課長 区政推進課です。 

 その時点時点で必要な改修というのは行っていく必要がございますので、それに対応してい

くことについては、必要な費用を準備していくところでございます。 

 国からどういった補助金等出るかというのは、その都度示されていくところですので、それ

に予算で対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 国からの補助金と、国が進めている制度なので千葉市だけでどうにか

できる問題ではないというふうに思うんですけれども、申請に対する例えばチラシだとか普及

促進ということで、窓口の体制として取っておくことは必要だと思いますけれども、毎月毎月、

新しいチラシを発行してお知らせをしてと。ラジオ、ＣＭ、ＳＮＳなどを通じて広告費を払っ

て、なおかつ申請を普及するというやり方については、費用負担含めて考える必要あるんじゃ

ないかということを意見申し上げておきたいと思います。 

 次に、お二人の委員さんからもお話ありました繁華街客引き対策についてお願いしたいと思

います。 

 先ほど、禁止区域ですとか、それから体制などの話もありました。実際私が見たわけではあ

りませんけれども、中央区富士見地区というところで、先ほど増えているというお話ありまし

たけれども、メイドチックな衣装をつけて、５人、６人、結構立っていたというふうなことも

聞いております。 

 それで、巡回及び指導の内容、先ほどお話ありましたけれども、令和５年８月の実績で、声

をかけていらっしゃるというその数字をお示しいただけますでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 中央区富士見地区とＪＲ海浜幕張地区、両地区合わせた令和５年８月１か月間の実績でござ

います。声かけが53件、口頭指導が28件、勧告を行ったものが２件となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） １か月、両方の地域合計でということなので、これを多いと見るか少

ないと見るかあるかと思うんですが、若い方たちへの影響。学校にも協力をしてもらってとい

うことになるかと思うんですけれども、繁華街の客引き対策について、今後もきちんとやって

いただかないといけないというふうに思います。 

 次に、男女共同参画課についてです。 

 男女共同参画推進の幾つもメニューがあるんですけれども、一つは、女性活躍推進アドバイ

ザー派遣及びセミナー開催の内容について伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課長の山下でございます。よろしくお願いします。 

 女性活躍推進アドバイザー派遣は、令和４年度から、一般事業主行動計画の策定、届出が義

務化されました事業所を含む、常時雇用労働者数300人以下の事業所を中心に、計画の策定支

援のためのアドバイザーといたしまして社会保険労務士を派遣するものでございます。 
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 また、セミナーにつきましては、女性活躍に取り組んでいる市内の企業リーダー２人のイン

タビューを動画配信しているものでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） このインタビューを動画配信というのは、どなたでも見れるような形

になっているんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 こちらの動画配信は、現在もユーチューブにアップしてございますので、ホームページ、ウ

ェブで御覧になることができます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 あと、講演会も多彩に開催されていますけれども、テーマによって、参加者に幅はいろいろ

あると思いますが、男性が比較的参加したという講演会があれば御紹介いただけますか。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 男女共同参画センターで講座を実施しております、令和４年度に実施した講座の中で男性の

参加者が多かったものは、男性の家事・子育てスキル向上を目的としたものがございます。こ

ちらの参加者は全て男性です。男女ともに対象とした講座のうち、男性の参加が多かったもの

は、男性をテーマとした講座がやはり多くございまして、例えば、男性の生きづらさから考え

る男性らしさの話ですとか、男性のための介護講座などを挙げることができます。 

○主査（伊藤隆広君） 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 男性向けのテーマということで、全員参加は男性ということになると

思いますが、男女共同参画と言った場合に、女性のテーマだけ取り上げているということでは、

満遍なくその認識が広がるということではないと思いますし、男性向けのテーマに女性が参加

してはいけないということではないけれども、参加者は男性だったということでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 先ほど挙げました２つの講座は、男性、女性ともに対象としておりまして、女性の方の御参

加もいただいております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 男性の家事・子育てスキル向上を目的とした講座のときには、参加者

全て男性ですというふうなお答えだったので、このときは女性は来ちゃ駄目よってことだった

んですかという意味だったんですけれども。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 失礼いたしました。 
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 男性の家事・子育てスキル向上を目的とした講座は男性を対象としております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） それぞれに、自分の性だとどうだろうかというふうな関心が高いと思

うんですけれども、男性、女性ともに、お互いの性についての理解ってことで言えば、広く参

加できるテーマもぜひやっていただきたいというふうに思います。 

 それと、今回、代表質疑の中でも、県が今つくろうとしている、千葉県多様性が尊重され、

誰もが活躍できる社会の形成の推進に関する条例というのが今注目されています。これに対す

る見解と、それから、この県の条例ができた際に、千葉市に何か影響があるのかどうか伺いま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 生活文化スポーツ部長。 

○生活文化スポーツ部長 千葉市基本計画におけますまちづくりの総合８分野のうち地域社会

において、多様性を生かしたインクルーシブなまちづくりを施策の一つとしておりまして、本

市として通じるものがあると理解しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 条例はこれからつくられるということになると思いますし、本当に多

様性といった場合に、どこの人たちにその手厚い目配せができるようになるのかって大事なこ

とだと思いますので、引き続き、男女共同参画、それから多様性というふうなところは、ぜひ

力入れてやっていただきたいというふうに思っております。 

 次に、消費生活センターについて伺います。 

 消費者相談についてです。 

 ちばぎんが金融庁から業務改善命令を受けて、会長が来年３月31日で辞任しますというふう

に報道がありました。多くの市民に損害を与えたというふうな事件で、大手新聞でも報道され

ていますけれども、事件の概要についてお示しいただければと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 証券取引等監視委員会の検査結果によりますと、ちばぎん証券株式会社は、投資経験が乏し

い顧客に対しまして、リスクを十分に説明せずに、複雑でリスクの高い商品である仕組債とい

う金融商品を販売し、株式会社千葉銀行と株式会社武蔵野銀行は、顧客の投資経験などを十分

に確認しないまま、高利回り性を強調して、ちばぎん証券株式会社で仕組債を購入するように

誘導していたとされております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 新聞報道では、遡ると2014年の夏頃からというふうな記事もありまし

て、千葉銀行の仕組債の事件についての相談というのは、消費生活センターに寄せられている

んでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 
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 具体的な相談内容を申し上げることは控えさせていただきますけれども、今年度に入りまし

て２件の相談が寄せられております。 

 以上でございます。 

○委員（盛田眞弓君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 相談者２名ということですけれども、被害者は多いというふうに聞い

ています。なかなか相談できずに、年金暮らしの高齢者が被害を受けていて、泣き寝入りせざ

るを得ないというふうなこともあって、なかなか相談の窓口につながらないといったケースも

伺っています。 

 千葉市トップの出納銀行で、市行政のメインバンクというふうになると思います千葉銀行、

多くの市民をだまして欺いて損害を与えたということでいえば、このまま何もなしということ

でいいのかどうかきちっと捉えて、今後、原因だとか、起こらないためのものが必要だという

ふうに思います。千葉銀行に対して、千葉市のほうから何か指摘をしたり懇談を持ったりとい

うふうなことがあるのかどうか伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 可能な範囲で構いませんので。消費生活センター所長。 

○消費生活センター所長 消費生活センターでございます。 

 まず、私ども消費生活センターといたしましては、いろいろな金融機関ですとか業界団体の

相談するような機関もありますので、相談内容に応じては、そういった専門性の高い相談窓口

を御紹介するなり、あるいは県の弁護士会の相談窓口を御紹介するなり、そういったつなげる

形で対応を図ってまいりたいと考えております。 

 それで、千葉銀行への要望となりますと、ちょっと私どもの所管外になりますので、千葉市

としてどのような対応を取るかというのは今のところ把握しておりませんので、ちょっとお答

えすることができないので、御了解いただければと思います。 

 失礼いたしました。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） どう対応するかというのは難しいところだというふうに思うんですけ

れども、困っている市民の皆さんに寄り添って、解決の道につなげるということが大事だと思

いますので、起こってしまったことについてきちっと掌握して、何が原因かというのは千葉市

でも把握しておくことは必要だと思いますので、それを申し上げておきたいと思います。 

 最後に、区役所について伺いたいと思います。 

 区役所の自主企画実施の状況、先ほど御説明いただきました。執行額について伺いたいと思

います。 

○主査（伊藤隆広君） 中央区長。 

○中央区長 各区におきまして実施した６区の執行額の合計金額は3,468万円でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 先ほど御説明の中で、大分、その執行率が低い区が幾つかありました。

新型コロナの影響もあって、ふるさと祭り、フェスティバル、名前はいろいろですけれども、

多くの区民が参加する行事が執り行えなかったということだと思うんですが、不用額というふ

うになったものについては、どのように取扱いをされることになるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 中央区長。 
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○中央区長 不用額でございますので、そのまま、執行せずに終わったということでございま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） すみません。一旦使わなかったものについては、市の財政のほうに戻

し、改めて、年度については、同じような金額になるということですよね。 

 区役所の中で本当にいろんな工夫をされていて、区民の皆さんに直接関係する、好評を得て

いる事業も幾つかあるというふうに思っています。区民の楽しみにしていた祭りができなかっ

たということであれば、次の年、余分にということにはならないと思うんですけれども、もう

少し全体として、区役所で使える予算を引き上げてもいいのではないかなということは思いま

す。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） そうしましたら、審査の都合により、暫時休憩いたします。 

 

午前11時54分休憩 

 

午後０時59分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） 休憩前に引き続き、分科会を開きます。 

 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） よろしくお願いします。 

 ちょっとあらましの順番と違う部分もありますので、御容赦いただければと思います。 

 一問一答でお願いいたします。 

 先ほど来から、繁華街の客引き対策については様々な御意見がありました。我が会派として

も大変重要な取組だというふうに思っております。 

 先ほどの答弁の中に含まれなかった部分についてお聞かせいただきたいんですけれども、市

民の方からもまだまだ御要望などもいただいているかと思いますが、どのような御意見があっ

たのかということと、それに対する評価をお聞かせください。 

 また、指導員の方の指導状況であるとか、人員体制など、あるいは取締りの数については御

答弁いただいたんですが、店舗数などはどうなっているのか。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 地域安全課でございます。 

 これまでにいただいた市民等、通行者等からの客引きに関する御意見ということですけれど

も、電話とか市長への手紙とかメールとか、様々な媒体を通じまして、昨年４月から８月まで

の間に四十数件、御意見をいただきまして、それによりますと、客引きが道幅いっぱいに広が

っているであるとか、たむろしているとか、あと、ごみを投げ捨てているとか、素行が悪いと

いうような内容の御意見が多くいただいているところでございます。 

 ただ、いろいろ対策を講じておりまして、今年の４月から８月末までの御意見いただいた件

数は、昨年に比べて大分減りまして、同時期で５件の御要望という形となっております。 

 あと、お店につきましては、客引き営業を把握している店舗数ということで、令和４年６月
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時点で富士見地区と海浜幕張地区を合わせて17店舗、把握しておりました。それが令和５年６

月、１年後なんですけれども、富士見地区と海浜幕張地区で９店舗に減っておりまして、８店

舗、客引きを行っている店が減ったということを把握しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。 

 市条例に基づく処分の状況についてお伺いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） 地域安全課長。 

○地域安全課長 令和４年４月から罰則規定が適用されまして、令和４年４月から令和５年８

月末までの数字で申し上げますと、勧告が29件、命令が３件、過料を科したものが１件となっ

ております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。市民の方のクレームのほうも減少しているよ

うですので、引き続き取締りなど、適切に対応をお願いいたします。 

 区役所改革についてお伺いしたいと思います。区役所の在り方方針に基づく取組について伺

います。 

 推進状況と今後の展開についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 中央区長。 

○中央区長 今年度４月から中央区役所の総務課に企画班を新設いたしまして、また部長級の

職員である参事を専属で企画班担当ということで配置して、取組を種々進めているところでご

ざいます。 

 区役所改革の取組、短期的にできるものと中長期的な時間がかかるものとあるんですけれど

も、現在、短期的な取組といたしまして、区要望ですとか、区自主企画事業の見直しについて

検討を行っているほか、今後、これからは区役所業務の共通化ですとか、デジタル化によりま

す業務プロセスの見直しについても取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。本市におきましても、特別自治市の可能性に

ついても視野に入れているということで、その中で区役所機能の強化ということも検討しなけ

ればならないというふうに考えています。 

 先ほど来、盛田委員のほうからも自主企画事業についての予算についての質問がありました

けれども、今まではコロナで執行率が低かったという状況については理解しつつ、やはり今後

また社会活動、地域活動が再開したときに、新たな地域課題への対応ということで、自主企画

事業が発展することを期待するものも、意味も込めて、予算の増大の必要性があるかとか、事

業の工夫などをしていただければと思っています。 

 現状、そのような取組をする中で、区民の方へ、新しい区役所の在り方方針についての周知

については、どのように行っているでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 
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○市民自治推進部長 これまでの在り方基本方針そのものにつきましても、区の町内自治会連

絡協議会などに対して御説明を行ってきたところですけれども、そういった自主企画事業の見

直しですとか、そういったものも含めた、いわゆる基本方針に基づいた取組に対しての周知も

重要だと思っております。また、周知だけではなくて、そういう周知した際にまた御意見いた

だいて、いただいた意見をまた取組に反映するという、そういう取組、そういったこともやは

り大事だと思っております。 

 また、今後、区民対話会ですとか、地域担当が地域と様々な機会でお会いする中で、そうい

った機会を捉えて、そういった取組についての周知ですとか意見聴取というものは今後も行っ

ていってまいりたいと思っております。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） あわせて、今後の区政と区民との関係性については、どのように御認

識でしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 基本方針にも書いておりますけれども、区役所は地域に身近な行政機関

という、地域と近いというところ、強みを生かしまして、やはり地域の皆様と一緒に地域課題

を考えるために、まず、地域課題を把握させていただいて、一緒に考えて、その解決に向けて

取り組んでいくということが大事だと思っております。 

 そのため、いろんな形で地域担当などが主になって地域と顔の見える関係をつくって、地域

課題の把握に努めて、区役所として、本庁等の庁内機関ですとか社協ですとか学校、生活支援

コーディネーターとしては地域と関わる関係機関等と連携をしまして、そういった地域課題の

解決に向けていろいろ取り組んでいってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。区役所の在り方が変わるということは、やっ

ぱり区民の責務というかとの連携ということが重要になりますし、また区民の方々にも主体性

を持って区政に関わっていただくという意識の醸成も必要かと思いますので、区役所機能の強

化とともに、まず、方針という形だと、まだ理解をしていただくには、ふわっとしているので、

なかなか難しいかと思いますが、場面場面で区政の関わりということを区民の方に御理解いた

だけるように工夫をお願いしたいと思います。 

 次、市民自治の推進についてで、市民とのまちづくり、これもちょっと区役所改革にもちょ

っと波及する部分はあるんですけれども、まず、新型コロナの影響と地域活動再開における課

題や支援について、どのように御認識か、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 やはり新型コロナは、多くの市民団体の活動が中止になったり休止にな

ったりということで、住民同士の交流に対して非常に影響があったと考えております。今年に

入りまして、いわゆる５類移行後、地域活動が徐々に再開してきていると伺っておりますけれ

ども、一方で、担い手不足ですとか、様々な理由によってコロナ禍前と同様の活動ができてい

ないという地域もあるというふうに伺っております。 

 市としましては、コロナ禍の活動継続のために令和２年度にまちづくり応援寄附金という制
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度を創設しまして、そういった支援策というのを実施してきたところでございますけれども、

そういった、今年に入りまして地域活動の再開に向けた動きが本格化する中で、例えば、地域

のお祭りですとか、そういったイベントが、本当はやりたいんだけれども、できないとか、そ

ういったことを、そういった地域もあるというふうに聞いておりますので、そういった地域に

対しては、その地域の実情に応じた支援が必要だと思いますので、そういった実情をよくお聞

きして、実情に見合った支援をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 支援に値する２つの事業についてお聞きしたいんですけれども、若い

世代を対象としたワークショップ、これについて実績、実施効果と評価、今後についてお聞か

せください。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進課長。 

○市民自治推進部長 市民自治推進課でございます。 

 ワークショップにつきましては、多くの方に参加いただきまして、町内自治会活動の担い手

を増やす七つの方法というものを提案いただきました。内容としましては、ＩＣＴの活用です

とか、子供を含めた幅広い住民を巻き込んだ活動の提案など、今後の活動の参考になりそうな

ものが提案されました。また、この提案を町内自治会の活動に取り入れてもらえるように周知

も行っているところでございます。 

 今後なんですけれども、提案内容の実現に向けまして、実施方法ですとか、あと、市として

可能な支援策の検討を行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございました。ワークショップの内容の中にもありました

ＩＣＴ化などは、やはり自治会などに現役世代が入っていく、そして就労と両立するという意

味でも、自治体運営が負担軽減になるよう効率化するよう、業務のＩＣＴ化などは様々なとこ

ろで私どもも御意見いただくところであります。やはり若い世代の参入ということを促す意味

で、ワークショップでの御意見ということをうまく実現していくよう取組をお願いしたいと思

います。 

 そして、新しい事業、町内自治会、ＮＰＯのマッチング、これの成立状況や効果、今後につ

いてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進課長。 

○市民自治推進課長 市民自治推進課でございます。 

 昨年度実施しましたマッチングの交流会なんですけれども、若葉区の町内自治会と市内のＮ

ＰＯに参加をいただきまして開催をしたんですけれども、参加団体の方からは、町内自治会で

すとかＮＰＯとか、相互の理解が深まったですとか、あと、連携する必要性を感じたというよ

うな御意見をいただいたところではあるんですけれども、残念ながら、具体的なマッチングの

成立に至った参加団体というのはございませんでした。 

 今年度なんですけれども、やり方を少し工夫することとしておりまして、具体的な連携事例

につながるように、町内自治会活動の活動に実際に参加してみたり、イベントの開催に向けて
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両者で検討会を実施したりするような、体験会を組み込んだ形で開催をしたいと思っておりま

して、さらにマッチングの後のフォローアップについても強化をしていきたいと考えておりま

す。 

 昨年度は若葉区だけだったんですけれども、今年度、来年度、徐々に対象とする区を拡大し

ていきたいというふうに考えておりまして、さらに今年度から始めました町内自治会による多

様な主体との連携活動支援補助金というものも活用しながら、多様な主体の連携による市民主

体のまちづくりを推進していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。マッチング自体は実績が出なかったというこ

とですが、このようなことをすることによって、やはり自治会とＮＰＯが相互に理解するとい

う機会が設けられたということについては、評価できるところであります。今後、改善につな

げていただいて、推進していただければと思います。 

 私のまちづくり条例制定の効果についてどのようにお考えか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進部長。 

○市民自治推進部長 市民自治によるまちづくり条例ということでよろしいでしょうか。条例

の理念に対しまして、市民ですとか市の職員に対する理解を向上するために、解説パンフレッ

トを作ったり、解説の動画を作ったりとかしまして、職員に対する研修ですとか出前講座など

で活用するなどの普及啓発に努めているところです。 

 ただ、やはり一方で、理念条例みたいなところがございますので、非常に市民の方の関心が

低いというのが正直なところでございますので、やはり条例そのもののそういう御案内だけで

はなくて、例えば、ボランティア活動ですとか地域の活動といった、そういった具体的な活動

の紹介と併せて条例についても御紹介するとか、そういった紹介、普及啓発の手法については、

またいろいろ考えてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） それを踏まえて、市民協働提案制度の成果と今後についてお聞かせく

ださい。 

○主査（伊藤隆広君） 市民自治推進課長。 

○市民自治推進課長 市民自治推進課でございます。 

 こちらのほう、協働事業提案制度という形でやっておりまして、そちらについてちょっと説

明をさせていただきます。 

 平成23年度に制度をつくりまして、その後、18事業、この制度に基づく協働事業として実施

してきました。成果としましては、それぞれの事業効果を高める効果というもののほかに、町

内外に協働事業の意義ですとか必要性を広める効果があったものと考えているところです。 

 しかしながら、先ほどお話がありました市民自治によるまちづくり条例というのが制定され

まして、この条例で位置づけられている市民の自立的な活動というものの重要性が増している

ことですとか、コネクテッドセンターちばという制度がございまして、こちらのほうで民間企

業とか市民団体からの行政課題や地域課題の解決に向けた提案の受付、関係部局との調整、そ
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れから各種サポートなどを一元的に行っておりまして、こういう状況で、協働をめぐる状況と

いうのがちょっと大きく変化しているところがございます。 

 今後、こうした変化を踏まえた事業の在り方について検討していきたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。２つとも市民の方がまちづくりに関わるもの

ですので、併せてお聞きしましたところであります。今後の提案制度については、今後の状況、

効果的なスキームになることを期待するところであります。 

 ＮＰＯ団体なども、やはりコロナ禍で活動がしづらくて、また衰退の一途にならないように

しなければならないというふうに考えていて、そういう意味では、直接はお聞きしませんけれ

ども、まちづくり応援寄附金などの活用であったり、このあたりも期待するところです。区役

所の空きスペースを使うとか、区民フェスティバルでの周知などを含めて、ＮＰＯの活動の支

援ということもお願いしたいと思います。 

 ＮＰＯにしても地域団体にしても、市民のまちづくりについては重要でありますので、今後

の支援の在り方、改めて効果的に運用していただくようお願いいたします。 

 次、男女共同参画推進についてです。 

 まず、第５次男女共同参画ハーモニープランの策定について、前期計画において目標値に達

成できたものと課題についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 第４次ハーモニープランでは指標が24項目ございましたが、このうち最終目標を達成できた

のは、市職員の管理職に占める女性割合ですとか、市男性職員の育児休業取得率などの５項目

でございますので、依然として男女共同参画社会の実現は道半ばであると考えておりますので、

引き続き女性活躍の推進や固定的な性別役割分担意識の解消などに取り組む必要があると考え

ております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。それを踏まえて、第５次計画の特徴と重点施

策、コロナ禍の状況については反映できたのか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 第５次ハーモニープランでは、目指すことなどを明確にするために、副題の設定ですとか、

女性の活躍を基本目標の第１番に掲げるなど、女性の活躍を推進する姿勢を明確にしておりま

す。また、重点施策には、新たに、多様性を尊重した暮らしやすい環境づくりを掲げまして、

一人一人が違いを認め、多様性を尊重し、それぞれが個性や能力を生かして自分らしく活躍で

きる社会の実現に向けて取り組むことといたしました。 

 さらに、コロナ禍の状況を受けまして、施策の方向性に、男女共同参画の視点に立った困難

を抱える方への支援を掲げまして、困難を抱える女性への支援を盛り込んでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 
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○委員（田畑直子君） ありがとうございます。前期計画の目標に達せられた部分、そして５

次計画の重点施策など、もちろん市民局が旗振り役となることは重要なことながら、庁内での

意識醸成、庁外への波及ということが重要でありますので、局外においても協力体制が取れる

ようにお願いしたいと思います。 

 次、男女共同参画センター管理運営についてです。 

 自主企画講座の内容がすごくすばらしくて、発信についても大変評価するところであります。

センターの管理運営については、２つの調査、研究結果はどのようなものだったのか、また、

その結果をどのように反映しているのか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 男女共同参画課が実施しております２つの調査研究のうち、まず、調査事業につきましては、

女性の就労に対する意識や働き方の実態などを把握するため、就労に向けての意識調査を実施

いたしまして、女性が仕事と生活を両立するためには、家庭内における役割分担も重要な課題

であるということが分かりました。今後、このような調査結果を受けまして、性別役割分担意

識を変革していく取組に生かしていきたいと考えております。 

 もう一つの研究事業につきましては、市内大学と連携いたしまして、身近なジェンダー問題

を考える出張講義ですとか、その内容に関連しました、生徒が自主的に学園祭などで研究発表

などを行いまして、その成果を若者と共に進める男女共同参画の実践に関する研究として、取

りまとめを行いました。この連携によりまして、賃金格差やデートＤＶなど、学生に関心の高

い分野や重要性の高い分野が分かりましたので、今後の大学生ですとか若者の支援の方針とし

て生かしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 調査結果、それから研究結果、どちらも、そういう意味では、男女共

同参画課としても重要な結果となっておりますし、これはほかの分野にも活用できるような調

査結果であったのではないかと思います。これは調査部門などに了解を得た上で、可能であれ

ば、庁内に共有なども活用可能ではないかと考えますので、御検討いただきたいと思います。 

 働く女性が確かに増えたということで、そういう意味では、多様なニーズが求められている

センター管理運営ですけれども、先ほどちょっと申し上げるのを忘れたんですが、自主企画講

座などでも、開催日時の工夫や、例えば、オンラインセミナーなど、開催の方法の工夫なども

さらにお願いして、市民に届くようにお願いいたします。 

 そして、ハーモニー相談の実績と評価をお聞かせいただきたいのと、女性のつながりサポー

ト事業との役割分担をお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 ハーモニー相談の令和４年度の相談者数は1,867人、件数につきましては6,047件となってお

りまして、多くの女性の悩みに対応してきたところでございます。 

 また、女性のつながりサポート事業では、コロナ禍で困難を抱える女性をＮＰＯの知見を活

用してサポートするものでございますので、類似する点もございますが、別の事業となります
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ので、どちらか御利用しやすい方法で御相談いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 選択肢が増えることは大変重要ですので、それぞれが周知活動を行っ

て、適切に相談の必要な人に届くように工夫をお願いしたいと思います。 

 次、市内の企業のダイバーシティ推進についてです。 

 男女共同参画推進事業者登録制度について、実績、課題、評価についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 平成23年度より実施をしておりました男女共同参画推進事業者登録制度につきましては、累

計で73件の登録をいただきました。事業者の参画推進意識の高揚に一定の効果があったものと

認識してございます。 

 しかし、近年、国や県におきましても類似の制度が開始されておりまして、制度の差別化が

なかなか難しいということと、特に厚生労働省のえるぼし、それからくるみん認証の認知度が

かなり上がってきていることから、これらの認証の取得を推進することといたしまして、市の

登録事業は、令和３年度をもって終了いたしております。 

 なお、これに代わるものといたしまして、事業者へのアドバイザー派遣制度を令和４年度よ

り実施しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） アドバイザー派遣制度については、先ほど盛田委員からも御説明があ

って、実施状況については確認済みなんですが、効果や今後の展開についてお示しいただけま

すでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 アドバイザー派遣の効果と実績ですが、まず、アドバイザー派遣につきましては、新たに一

般事業主行動計画の策定、届出が義務化されました小規模の事業所を中心に、一般事業主行動

計画の策定を支援するためのアドバイザーといたしまして、こういった分野に詳しい社会保険

労務士を派遣しております。令和４年度の実績といたしましては、１社に対し５回の派遣を行

いました。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 実績は先ほどお聞きしたので、効果とか今後の方向性についてお聞か

せいただければと思ったんですが、そこは難しいですか。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 失礼いたしました。効果でございますけれども、一般事業主行動計画が

新たに小規模の事業者に義務化されましたことで、なかなかこういったところでは自主的に計

画をつくるのが難しいという状況がございますので、市のほうから専門家といたしまして社会

保険労務士を派遣するということで、昨年度は１社に対して５回の派遣を行っておりますが、
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今年度も継続して派遣を既にする予定ができておりますので、計画の策定というのが小規模の

事業者にも進んでいくということになるかと思います。 

 さらに、これが先ほどの国の認証、えるぼしですとかくるみんの一部、要件にもなってござ

いますし、そこにつながっていくということにもなりますので、より認証の取得が促進されて

いくというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。理解いたしました。 

 では、庁内のダイバーシティ推進に向けて、市民局として実施していることはありますでし

ょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 男女共同参画課長。 

○男女共同参画課長 男女共同参画課でございます。 

 千葉労働局と共催でダイバーシティ推進セミナーを開催いたしまして、職員にも参加を促し

ております。さらに、輝く女性の活躍を加速する千葉のリーダーの会ですとか、ちばイクボス

同盟が実施する意見交換会等へも職員を出席させておりまして、業種や官民を超えた意識の共

有というものが図られているものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。るるお聞きしたんですけれども、一つは、い

まだに、ダイバーシティが当然のことと社会認識が進む中でありますが、一人一人の生活に焦

点を当てると課題があることが多いので、それに対して事情を踏まえて適切に事業展開してほ

しいということと、もう一つは、市民局を主体としつつ、庁内外の連携が重要であると考えて

います。例えば、経済部と連携した市内企業の情勢であるとか、大学生の若年層への普及など、

そういう意味では、他部局連携でダイバーシティを進める推進体制をさらに構築していただく

ようお願い申し上げます。 

 スポーツ推進について２項目聞いて、終わりたいと思います。 

 令和３年度に新規事業だったゆるスポーツ事業なんですが、令和４年度はどのように取り組

まれたのか、また今後はどのように取り組んでいくのか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 ゆるスポーツにつきましては、体力や年齢、障害の有無にかかわらず取り組めるスポーツと

いうことで、令和４年度におきましてはパラスポーツフェスタ、こちらにおきましてブースを

複数設けて、体験会のほうを実施いたしました。こちらにつきましても、やはりいろいろな

方々がスポーツに触れて、いわゆる参加率・体験率向上に寄与すると考えておりますので、引

き続き取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。やはりパラスポーツという言葉も定着したこ

とによって親しむ方が増えたように、ゆるスポーツとせっかく銘打っていらっしゃるので、そ
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の部分の周知、そしてさらなる展開というところも期待するところであります。よろしくお願

いします。特に、もともとスポーツに親しんでいない人が参画することが重要かと思いますの

で、その点も留意されながらお願いいたします。 

 最後に、千葉公園体育館についてです。 

 先ほど来から様々、利用者目線での御指摘などもいただいている部分ですが、まず、完成を

されたということに当たって、整備当初計画の事業費と比較して、竣工して、工事費が大体決

算が出たかと思うんですが、その部分、資材高騰であるとか人件費高騰の影響がほかの施設な

どはありましたけれども、千葉公園体育館についてはどのような状況だったのか、お知らせく

ださい。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 千葉公園総合体育館につきましては、令和２年度から工事のほうに着手

いたしまして、56億円の継続費を組んで整備してまいりました。令和４年度までの事業におい

ては、途中、３年度ですけれども、工期延長、それから物価スライド等で適用によりまして、

工事費が増額となっておりますけれども、継続費の範囲内の数字で現在は収まっておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございました。そういうことであるということであります

が、竣工後の様々なハード面の部分についてもさらなる改善が必要だということ、先ほどの答

弁もありましたので、適切に対応いただければと思います。 

 決算なのでちょっと、令和５年度に入ってからになってしまって恐縮なんですけれども、供

用後の状況を少し確認させていただければと思っています。利用実績と評価についてお聞かせ

ください。 

○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 令和４年４月から供用開始いたしまして、これまでの御利用者の方ですけれども、おおむね

６万4,000名ほど御利用いただいている形になってございます。まだ１年を通じての実績では

ございませんし、あと、夏休みの関係もございまして、一応、業者の方は月を追うごとに増え

ているような形の傾向となってございます。特に、メインアリーナは、毎週ほぼイベントや大

会等で予約が埋まっているような状態でございまして、御利用いただいている状況だというふ

うに認識しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。千葉公園自体は、都市局管轄の中で、体育館

のみが市民局の所管ということで、そこのところで連携も必要ですし、課題があれば、また都

市局と連携して課題解決、利用者目線もそうですし、公園全体の魅力向上ということも含めて

取り組まれたいと思います。千葉市のスポーツ拠点として、スポーツを取り組んでいない人に

もアプローチするなど、幅広い方々の参画を促していただくようお願いします。 

 そして、最後に、ネーミングライツの効果をどのように捉えているのか、お聞かせください。 
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○主査（伊藤隆広君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長 スポーツ振興課でございます。 

 ネーミングライツにつきましては、株式会社拓匠開発が命名権を取得いたしまして、名称が

ＹｏｈａＳアリーナ～本能に、感動を。～ということになっております。 

 ネーミングライツの効果でございますけれども、やはり市の歳入に貢献するということが一

つ、あと、ネーミングライツ自体が千葉市のイメージのオオガハスとか、それから千葉公園で

例年開催されておりますハスにまつわる夜ハスのお祭り、こちらにも関連がございますので、

市のＰＲのほうにも貢献しているものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。 

 市民局さん、文化、スポーツ、市民自治、区役所など、そういう意味では、コロナ禍で抑制

を強いられたものが多かった中で、コロナ禍を経て市民が重要性を再認識するような事業が多

かったのではないかと考えます。代表質疑でも、文化振興の重要性などを取り上げさせていた

だきましたし、常任委員会では、委員長主導でスポーツと地域経済活性化ということで、スポ

ーツについても研究を進めていきたいというような状況であります。 

 そういう意味では、事業展開の仕方、それからさらなる工夫ということが必要になる大変重

要な局であると再認識しているところであります。引き続き、市民生活の向上に直結する局と

して、次年度以降も御尽力いただきますようお願い申し上げまして、私からの質問とします。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） 御質疑等がなければ、以上で、市民局及び区役所所管の審査を終わり

ます。 

 市民局及び区役所の方々は御退室願います。ありがとうございました。 

［市民局・区役所退室、環境局入室］ 

 

環境局所管審査 

○主査（伊藤隆広君） 次に、環境局所管について、説明をお願いいたします。環境局長。 

○環境局長 環境局長の宮本でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせて

いただきます。 

 私からは、環境局の決算状況について御説明を申し上げ、事務事業の内容につきましては、

各部長より御説明をさせていただきます。 

 それでは、主要施策の成果説明書156、157ページをお願いいたします。 

 環境局の歳入歳出決算額の状況につきまして御説明を申し上げます。 

 なお、金額につきましては、100万円未満を切り捨て、100万円単位で申し上げます。 

 初めに、一般会計の歳入でございます。 

 収入済額の主なものといたしまして、まず、款18・使用料及び手数料の35億7,900万円は、

清掃工場に持ち込まれた廃棄物の処理手数料及び家庭ごみ処理手数料などでございます。 

 次に、款19・国庫支出金の７億9,700万円は、新清掃工場整備などに対する国庫補助金でご
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ざいます。 

 次に、少し飛びまして、款23・繰入金の13億8,800万円は、各基金を財源とした事業執行に

伴い、その財源を当該基金から一般会計に繰り入れたものでございます。 

 158、159ページをお願いいたします。 

 款25・諸収入の29億1,600万円は、新港清掃工場及び北清掃工場での売電収入、新浜リサイ

クルセンターでの資源物の売却収入及び大気汚染による健康被害者への救済事業に係る独立行

政法人環境再生保全機構からの納付金収入などでございます。 

 なお、不納欠損額45万円ですが、これは、路上喫煙等の違反者に科した過料の時効分でござ

います。また、収入未済額５億5,700万円ですが、これは、緑区平川町の不法投棄残存事案に

係る行政代執行費用などでございます。 

 次に、款26・市債の32億3,800万円は、新清掃工場整備に係る清掃施設整備債などでござい

ます。 

 歳入の合計額は、予算現額140億7,700万円に対しまして、収入済額は119億8,600万円で、予

算現額に対する収入割合は85.1％でございます。 

 続いて、一般会計の歳出でございます。 

 支出済額の主なものといたしまして、まず、款４・衛生費、項１・保健衛生費、目７・公害

対策費の３億1,600万円は、地球温暖化対策に係る経費などでございます。 

 次に、その下、目８・公害保健費の２億5,300万円は、公害健康被害者に対する救済事業に

係る経費でございます。 

 次に、項２・清掃費、目２・塵芥処理費の176億6,200万円は、清掃工場の管理運営及び可燃

ごみ、資源ごみなどのじんかい収集運搬に係る経費などでございます。 

 歳出の合計額は、予算現額208億9,400万円に対しまして、支出済額は185億6,500万円で、執

行率は88.9％となっております。 

 なお、翌年度繰越額２億3,800万円でございますが、これは、北清掃工場長期責任型運営維

持管理事業に係るものなどでございます。また、不用額20億9,000万円につきましては、新清

掃工場建設における年度割を変更したことなどによるものでございます。 

 以上が環境局の決算の状況となっております。 

 続きまして、各部長より具体的な事務事業について御説明をさせていただきます。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全部長。 

○環境保全部長 環境保全部長の川並でございます。よろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。 

 それでは、主要施策の成果説明書の160ページをお願いいたします。 

 初めに、１の地球温暖化対策１億2,900万円ですが、2050年のカーボンニュートラルを見据

え、新たに地球温暖化対策実行計画を策定するとともに、再生可能エネルギー等の導入を推進

しました。 

 ２（１）の市民に向けた取組としては、電気自動車を購入する際に太陽光発電設備等を併設

している場合には補助金額を上乗せする助成を新たに開始するとともに、電気自動車等の購入

費の助成件数を拡充しました。 

 また、集合住宅における電気自動車充電設備の設置費用に対する助成を新たに開始するとと
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もに、家庭用燃料電池システム、いわゆるエネファーム購入費の助成を拡充しました。 

 （２）の事業者に向けた取組としては、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの普及に向けた相

談会を実施したほか、省エネ最適化診断に係る費用の助成を新たに開始するとともに、中小事

業者向け省エネ設備導入に係る費用助成を拡充しました。 

 このほか、環境教育を推進するとともに、昨年11月に選定された脱炭素先行地域事業につい

て、令和５年度からの本格実施に向け、各取組の工程表等の整理を行ったほか、市有施設への

再生可能エネルギーの導入に向けた電力調達手法の調査等を実施しました。 

 次に、２の自然保護対策3,700万円ですが、谷津田の保全推進として、大草谷津田いきもの

の里の管理運営等を行ったほか、自然保護ボランティア育成講座を開催し、身近な自然に対す

る理解促進を図りました。 

 また、有害鳥獣であるアライグマやハクビシン等の捕獲を実施したほか、生物多様性の理解

促進のための取組や谷津田の森林整備等を実施しました。 

 161ページをお願いいたします。 

 ３の公害健康被害者救済２億5,300万円ですが、公害健康被害補償制度に基づき、大気汚染

による健康被害者への補償給付や、被認定者対象のインフルエンザ予防接種費用の助成を実施

いたしました。 

 次に、４の水環境保全対策1,900万円ですが、新たに水環境・生物多様性保全計画を策定す

るとともに、水生生物や水辺環境の調査、水環境保全活動の推進、坂月川ビオトープの管理、

運営等を実施いたしました。 

 次に、５の大気汚染悪臭対策8,300万円ですが、大気汚染テレメーターシステムによる監視

を行うほか、ＰＭ2.5等の環境調査や降下ばいじんの調査を行いました。 

 次に、６の騒音・振動対策1,500万円ですが、自動車騒音等の調査を行ったほか、航空機の

騒音について常時測定・監視するとともに、測定結果の速報値をホームページに掲載すること

により、迅速な情報提供に努めました。 

 最後に、７の地下水・土壌汚染対策1,800万円ですが、地下水汚染が確認された世帯の安全

な飲料水を確保するため、浄水器設置費用に対する助成を行うとともに、地下水及び地盤沈下

の状況を監視するため、地下水汚染状況の調査等を実施しました。 

 環境保全部の説明は、以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 資源循環部長。 

○資源循環部長 資源循環部長の足立でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、資源循環部の決算につきまして御説明をさせていただきます。恐縮ですが、座っ

て説明をさせていただきます。 

 成果説明書の162ページをお願いいたします。 

 初めに、１の家庭ごみ手数料徴収７億1,400万円ですが、家庭ごみ手数料徴収制度の運営と

して、指定袋の製造等や手数料収納業務を実施いたしました。 

 また、その他の支援及び併用施策として、紙おむつ等使用世帯への指定袋の無料配付、不法

投棄・不適正排出対策などのほか、ステーションを管理する町内自治会等に対し、防鳥ネット

等の貸付けを実施いたしました。 

 次に、２の一般廃棄物、ごみ処理基本計画策定600万円ですが、平成29年３月に策定した一
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般廃棄物、ごみ処理基本計画を改定し、今年度から開始をいたします新たな計画を策定いたし

ました。 

 次に、３のごみ減量・資源化推進1,700万円ですが、生ごみの減量、再資源化を推進するた

めの家庭用生ごみ減量処理機及び肥料化容器の購入費に対する助成、ミニ・キエーロサポータ

ー事業のほか、記載の各事業を実施いたしました。 

 163ページをお願いいたします。 

 ４の美化推進・路上喫煙等防止3,800万円ですが、清掃ボランティア団体による美しい街づ

くり活動への支援を行ったほか、路上喫煙等の防止を図るため、市内４か所の路上喫煙等・ポ

イ捨て取締り地区等において巡視活動を行い、270件の過料処分を行いました。 

 次に、５の塵芥収集運搬40億9,600万円ですが、１の家庭ごみ収集の表の計の欄に記載のと

おり、家庭ごみ18万1,022トンの収集運搬を実施し、２の粗大ごみ収集運搬につきましては、

収集運搬、収集受付のほか、６の環境事業所への自己搬入時の処理手数料の支払い方法として、

本年２月から新たにキャッシュレス決済を導入いたしました。 

 164ページをお願いいたします。 

 ６の家庭ごみ分別推進２億500万円ですが、ごみステーションでの古紙、布類の分別収集に

より１万5,960トンを収集・資源化するとともに、集団回収により7,996トンの古紙、布類の再

資源化などを実施いたしました。 

 次に、７のし尿収集運搬4,600万円ですが、市有施設からのし尿収集運搬委託及び一般家庭

等からし尿のくみ取りを行った事業者に対する助成のほか、燃料費等物価高騰対策によるし尿

処理手数料の減免を実施いたしました。 

 次に、８の浄化槽対策500万円ですが、合併処理浄化槽設置費に対する助成及び浄化槽管理

台帳システムに関する使用料などでございます。 

 次に、９の最終処分場管理運営８億7,000万円ですが、市内５か所の最終処分場の長期責任

型運営維持管理費及びそれ以外の管理運営経費で、新内陸最終処分場では、表の計の欄に記載

のとおり、１万5,185トンのごみを埋立て処分いたしました。 

 165ページをお願いいたします。 

 10の清掃工場管理運営49億300万円ですが、新港及び北の２つの清掃工場における中間処理

に関わるもので、表の処理量の欄に記載のとおり、新港清掃工場で10万7,411トン、北清掃工

場で11万7,715トン、計22万5,126トンの可燃ごみを焼却処理いたしました。 

 次に、11のリサイクルセンター管理運営14億2,200万円ですが、本事業では、新浜リサイク

ルセンターにおいて、表の処理量の欄に記載のとおり、１万3,130トンの粗大ごみ、不燃ごみ

を処理したほか、瓶6,156トン、缶2,562トン、ペットボトル3,389トンを資源化いたしました。 

 次に、12の幕張クリーンセンター管理運営12億7,300万円ですが、幕張新都心住宅地区にお

ける空気輸送システムの稼働に関するものでございます。輸送管の破損により令和元年度から

同システムを停止しておりましたが、昨年度の９月１日からごみ輸送管による収集を再開いた

しまして、復旧工事は全て終了しております。 

 同システムにより収集したごみの量は、１の表の処理量の欄に記載のとおり、1,784トンで

す。なお、システム収集復旧前の車両による臨時収集は、２に記載のとおり、1,467トンです。 

 166ページをお願いいたします。 
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 13の衛生センター管理運営１億9,200万円ですが、衛生センターにおけるし尿及び浄化槽清

掃汚泥に関するもので、表の処理量の欄に記載のとおり、し尿を4,902キロリットル、浄化槽

清掃汚泥を１万8,280キロリットル、計２万3,182キロリットルを処理いたしました。 

 次に、14の新清掃工場の整備22億4,900万円ですが、旧北谷津清掃工場跡地における新清掃

工場整備のため、旧北谷津清掃工場の解体、新清掃工場の建設、環境影響評価、土壌汚染処理

対策、新清掃工場周辺整備基本計画、新港清掃工場リニューアル整備基本計画の策定を実施い

たしました。 

 次に、15の次期最終処分場の整備1,100万円ですが、新内陸最終処分場の埋立て完了を見据

え、次期最終処分場の整備に向け、専門のコンサルタントの知見を活用し、建設候補地の検討

を実施いたしました。 

 次に、16の下田最終処分場浸出水処理施設の建替1,200万円ですが、施設整備・運営に係る

事業者募集・選定に係るＰＦＩ等アドバイザリー業務を実施いたしました。 

 次に、17の事業系一般廃棄物適正処理推進50万円ですが、排出事業者に対し、廃棄物の適正

処理について周知、指導を実施いたしました。 

 167ページをお願いいたします。 

 18の産業廃棄物対策3,800万円ですが、１の高濃度ＰＣＢ安定器の処分に関し、最終通告の

発送や一般廃棄物ＰＣＢ安定器の処分の実施をはじめとして、２の産業廃棄物排出事業所の監

視及び指導として立入検査を17件、県外から市内に搬入される産業廃棄物の受入れ協議等によ

る指導を14件、多量排出事業場への指導を152件実施したほか、３の産業廃棄物処理業対策と

して、処理業許可等の手続155件などを実施いたしました。 

 また、４の監視対策として、監視パトロール5,300件、立入検査287回などを行ったほか、５

の不法投棄対策につきましては、委託によるパトロールを１万3,654件実施したことに加え、

監視カメラ６台を更新し、令和３年度末に先行して購入した２台を含めまして、従来の６台か

ら８台での運用に拡充するなど、不法投棄等の未然防止と早期発見、早期対応に努めてまいり

ました。 

 最後に、19の残土対策60万円ですが、土砂等の埋立て等の立入検査及び委託パトロールによ

る監視を行うなど、土砂埋立事業者に対する適正処理の指導を実施いたしました。 

 私のほうからの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○主査（伊藤隆広君） それでは、御質疑等がありましたら、お願いいたします。宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 一問一答でお願いします。 

 まず、地球温暖化対策に電気自動車、大分導入していますけれども、その効果と、やはり市

民がどういう反応をしたのか、お聞きしたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課の工平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 電気自動車ですけれども、補助につきましては、令和３年度から今年度、５年度までかけて

補助件数50件、100件、200件と拡充しておりまして、申請数はかなり伸びている状況です。 

 また、昨今の温暖化、脱炭素問題というのはかなり注目されていますので、市民の方もかな

りここら辺は敏感になって、申請の数も増えているような状況です。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 
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○委員（宇留間又衛門君） それは効果が現れたと思いますけれども、市役所も2030年ですか、

入れるということですから、市民のほうにももっともっとＰＲして、あれは補助金が出ますよ

と言いながら、また今回も中国も安い自動車で発売しましたけれども、私は乗りませんけれど

も、そういうことで、やはり市民にももっともっとアピールをしていただきます。 

 それから、有害鳥獣対策、私のところにもアライグマが出たよということで来たんですけれ

ども、なかなか向こうのほうがすばしっこくて、餌が悪いのか何かで、なかなか捕まらないん

ですよ。それで、網をかけても捕まらないということで、今年はどのぐらいの鳥獣対策でアラ

イグマを捕獲したか、教えてくれませんか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課の木下でございます。よろしくお願いいたします。 

 今年のアライグマの捕獲頭数なんですけれども、８月31日現在、市内で80頭が捕獲されてお

ります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） 80頭ですね。 

 また、そのときにもやっぱりわなをどんどん貸し出しますので、最初に借りるとき、借りら

れるまでの期間が長かったんですよ。その辺はどうなっているんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 わなについてなんですけれども、令和３年度に13基、令和４年度に13基のわなを購入いたし

まして、また千葉県からの貸与を受けているわなも含めて、現在66基のわなを用意し、市民か

らの貸出し依頼に対応しているところでございます。貸出しの状況につきましては、従来は２

か月ぐらいお待たせすることもございましたが、今年度は最大３週間程度と改善をしておりま

す。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） そういうことで、やはり市民が困っておりますので、聞くところ

によると、自分でわなをつけたやつは駄目だというんだけれども、先ほど言ったとおり、貸出

しが間に合わないといって、自分で買ってきて自分で取り押さえたやつは駄目なんですか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 わなを設置するには、鳥獣保護法に基づいた捕獲の許可が必要となりますので、許可を取得

していただくということになります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） それじゃ、買ってきたって、しようがないよね。何か買ってきた

ら、駄目だと言われたというから、分かりました。 

 それから、公害患者は、私はもういないと思っていたんですけれども、一番上と一番下はど

のぐらい差があるんですか、年齢。 
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○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 公害健康被害の被認定者の方の年齢なんですけれども、現在、最高齢の方が94歳、最年少が

37歳となっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） いつも聞くんだけれども、37歳という、そのこと、子供のときに

かかったのかね、その人は。だって、公害患者なんて、とっくに廃止しているわけだから、37

歳ね。多分、子供からかかって、そのままずっときてしまった。九十何歳の人は分かりますよ、

九十何歳は、その当時あったから。そういうところも早くなくなるように、ひとつ協力しても

らえればと思いますので。 

 進みます。それから、路上喫煙ですか、これは、いつも私と蛭田委員が蘇我駅を見ています

けれども、いやいや、すごいです。これは、やっぱり幾ら拾っても拾っても切りがないから、

たばこを吸う人は、ちゃんとおりか何かを造って、その中に確保して、そこで吸わせればいい

と思うんですよ。みんな、やたらぽんぽん捨てて、幾らやっても落ち着かないと私は思ってい

るんだけれども、どう思っていますか、これ。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 路上喫煙とか、あるいはポイ捨てにつきましては、巡視員８名を雇用しまして、２人１チー

ムで駅前等を巡視しているところでございます。禁止区域におきましては2,000円の過料を科

して徴収しているところでございます。 

 箱とおっしゃいましたけれども、喫煙所ということなのかなと思いますけれども、以前、蘇

我駅前での喫煙所について、議会のほうから建設をしないというような決議をいただいたこと

もありまして、そういったことも含めまして、喫煙所の設置については慎重にいろんな角度か

ら検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） そのときはそのときだよ。また変われば、また変わるんですよ。

やはりたばこを吸う人も権利があるんだから、あなた、今、巡視員がいる、いると言うけれど

も、たばこを吸っている人は５時頃から吸っているんですよ。巡視員が来るのが大体８時前、

７時半前後に来ますけれども、みんな、たばこを吸って終わっちゃっているんですよ。もう無

理、言っても。向こうのほうへ回っていますから、私たちは見ていますけれども、それで、そ

ういうことで、たばこを吸う人も、ある程度はやっぱり見てあげないと私はないと思いますの

で、路上喫煙はそれで終わります。 

 それから、じんかい収集運搬について、事業所が何か今度、キャッシュレスをやったんだっ

て。その導入の進捗状況をちょっと教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 収集業務課長。 

○収集業務課長 収集業務課でございます。 

 キャッシュレス決済は、今年の２月から稼働いたしました。令和４年度、要は２月、３月の
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状況は899件の利用がございまして、キャッシュレス決済の利用割合は16.1％でございました。

令和５年度につきましては、４月から７月まで 2,279件の利用がありまして、利用割合は

19.1％となっております。 

 ちなみに、直近の実績は22.5％となっておりまして、着実に利用される市民の方々が増えて

いると実感している次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） そういうのがどんどんやっぱり発達していけば、現金を持ってい

ませんから、だから、話はちょっと違うけれども、ＪＡＰＡＮ ＪＡＭのときも99％キャッシ

ュレスだそうです。若い人は現金を持たないということですから、私たちはそういうのを持っ

ていませんから、いつも現金払いですから、現金が一番いいので、現金でやっていますので、

よろしくお願いいたします。あとはほかの人が聞きますので、私はこれで終わります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） では、御説明ありがとうございました。では、一問一答でよろしくお

願いいたします。 

 160ページ、地球温暖化対策のところでございます。 

 拡充した事業の中で、事業者に向けた取組のウ、中小事業者向け省エネ設備導入費助成17件

とございます。この助成の具体的な内容と、あと、実施17件に対して助成の申請が何件あった

のか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課です。 

 省エネ設備なんですけれども、高効率照明や高効率空調、冷凍冷蔵庫等が対象でして、グリ

ーン購入法調達基準に適合した設備や省エネ法の規定に基づくトップランナー基準、これに達

成した設備が対象となっております。申請件数ですけれども、交付申請、交付件数ともに17件

となっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。申請した全てを交付していただいたという

ことで、かしこまりました。承知しました。ありがとうございます。 

 続きまして、その次、３の環境教育の推進についてお伺いしたいと思います。 

 具体的な取組の内容と主な成果について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 環境総務課長。 

○環境総務課長 環境総務課、岡本でございます。 

 まず、具体的に取り組んだことですが、森林の大切さへの理解を深めていただくための木育

のイベントを開催するとともに、木育のおもちゃの配付などを行いました。また、毎年、小中

学校各６校を環境学習モデル校に指定しまして、各校で決めたテーマに沿って行う環境教育の

実施に当たり、支援を行いました。そのほか、様々な環境問題と環境に優しい行動の情報を盛

り込んだ環境カレンダーを２万5,000部作成しまして、区役所や図書館、公民館等の施設に配
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付をしております。 

 また、その成果なんですけれども、ウェブアンケートを今年行っておりまして、繰り返し使

用することのできるマイバッグを利用しているとか、あるいはごみの分別を徹底し、ごみ出し

のルールを守っているという方は、非常に高い、多くの方が回答しています。そういったこと

等から、環境教育により意識の向上につながっていると考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。今、具体的な取組で御回答いただきました小

中学校６校をモデル校に指定してありますけれども、小中学校６校って、毎年、毎年度、ロー

テーションといいますか、替わっていくものなんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境総務課長。 

○環境総務課長 環境総務課でございます。 

 小中学校６校全て、毎年替わっておりまして、ちょうど今、一巡が終わったところでござい

ます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。じゃ、全ての学校が必ずモデル校に指定さ

れるような、そんな仕組みということでよろしいでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境総務課長。 

○環境総務課長 そのとおりでございます。モデル校が終わったところも、その取組は翌年度

以降も続けるといったことがありまして、継続的な環境教育につながっていると思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。先ほどの成果にも御答弁いただきましたと

おり、非常にマイバッグの利用とか、ごみの分別の徹底とか、相当、教育の成果というのが浸

透しているなと改めて実感した次第でございます。市民の啓発と併せて、子供世代からの意識

づけ、非常に大事だと思いますので、これからもぜひ充実を図りながら取組を継続していただ

けたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、同じ項目の４番、脱炭素先行地域づくり支援についてお尋ねしたいと思います。 

 非常に選定されること自体が大変なことだと思いますので、これはすごく、それまでの御努

力と御苦労に多大なる評価、高く評価し、また敬意を表したいと思っております。 

 脱炭素先行地域づくりによって令和４年度に既に取り組んだことも、ちょっと確認も含めて、

改めてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課担当課長。 

○事業調整担当課長 脱炭素推進課でございます。 

 昨年、令和４年11月に脱炭素先行地域の選定を受けまして、その後、支援業務ということで

委託をいたしました。令和５年度からの事業着手に当たり、各取組の工程表の整理とか事業費

の精査等を行ったものでございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 
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○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。いわゆる工程表とか、いわゆる本格着手のた

めの事前準備ということで理解いたしました。 

 脱炭素先行地域の、いわゆる他の自治体の先行事例として、例えば、横浜市だと企業と連携

したり、また奈良県生駒市では町内自治会と連携しているという事業があるというふうに伺っ

ております。本市において、今後、連携する企業や、自治会等と連携する予定はあるんでしょ

うか。お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課担当課長。 

○事業調整担当課長 脱炭素推進課でございます。 

 おっしゃっていただいたとおり、本市の脱炭素先行地域事業については、令和４年度は実施

に向けた準備期間として、令和５年度から本格的に事業に着手しているところでございます。 

 脱炭素先行地域事業は、企業との連携が非常に重視される取組でございまして、官民連携し

て事業を推進する組織として、千葉市脱炭素先行地域推進コンソーシアムというものを設立し

ております。本年７月に設立総会を開催したところでございます。 

 また、自治会とのお話がありましたが、自治会と直接連携する事業ではありませんけれども、

脱炭素先行地域を契機とした市民の皆様の行動変容を促す取組など、家庭部門の脱炭素化に資

する取組を進めてまいりたいと考えております。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。非常に国からの交付金も手厚くされている

と思いますので、どうか十二分に活用しながら取組を進めていただけたらと思います。よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、161ページ、環境保全課の、済みません。先ほど宇留間委員からも御質問があ

りました公害健康被害者救済の件です。 

 ちょっと済みません。勉強不足で申し上げます。念のため、確認ということで質問いたしま

すけれども、これは過年度のものであって、例えば、令和４年度に発生したものとかはあるん

でしょうか。念のため、お聞きします。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 救済事業につきまして、過年度、令和４年度だとかに新たに発生したものがあるかというこ

とにつきましては、もともと昭和49年に公害補償法というものが制定され、千葉市におきまし

ても一部地域が第一種地域に指定されたところでございます。しかしながら、昭和63年にその

指定が解除されまして、それ以降は新たな公害健康被害者として認定は行われておりません。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。 

 先ほど宇留間委員の御回答の中で、最年少の方が、被認定者、37歳と伺いましたけれども、

この補償給付、あと何年ぐらい続いていくのでしょうか。また、毎年２億5,000万円程度とい

うことでいくんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 御質問のいつまでというお話につきましては、これは公害健康被害補償法、
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国のほうでも、本当に最後の一人になるまで寄り添って対応をしていくということになってお

りますので、ちょっと何年というところまでお答えはできない状況です。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 承知いたしました。非常に気の遠くなるようなあれかもしれませんけ

れども、引き続きしっかりと救済をお願いしたいと思っております。 

 続きまして、162ページ、収集業務課の１、家庭ごみ手数料徴収のところでございます。 

 ２の（２）不法投棄・不適正排出対策と記載がございますが、具体的な取組について教えて

ください。 

○主査（伊藤隆広君） 収集業務課長。 

○収集業務課長 収集業務課でございます。 

 具体的な内容といたしまして、委託業者によります監視パトロールのほか、不法投棄等が懸

念されるごみステーションを対象とした町内自治会への監視カメラの貸出しのほか、分別不徹

底等のごみ袋に貼る警告シールの制作等を実施した次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。監視パトロールとか、あと、ごみステーショ

ンへの監視カメラの貸出しを実施していただいているということなんですけれども、非常にこ

れは各地域において悩ましい問題かと思いますので、ぜひ引き続き実効性のある取組をお願い

したいと思っております。 

 続きまして、同じ162ページの廃棄物対策課３、ごみ減量・資源化推進についてお尋ねした

いと思います。 

 新規事業として、項目４のところに二次電池拠点回収・再資源化とございますが、具体的な

取組内容について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 この事業につきましては、本市で排出禁止物となっております二次電池、二次電池というの

は、充電を行うことにより繰り返し使える電池のことでございますが、これにつきまして、市

民の利便性向上であるとか再資源化の促進を図るために、昨年の、令和４年11月からでござい

ますが、環境事業所と新浜リサイクルセンターの計４か所で拠点回収を実施しているものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。この拠点回収、４か所でということなんです

が、これを拡大する予定はあるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 拠点の拡充についてですが、二次電池というのは、発火のおそれがあると

いうことで、非常にある意味危険なものでもありますので、しっかりと人の目が行き届く３環

境事業所とリサイクルセンターでの拠点となっておりまして、今のところはこれを拡充という
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予定はございません。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 危険性があるということで、あのような対応になっているということ

で理解いたしました。ありがとうございます。 

 この項目から外れるかもしれませんけれども、例えば、家電製品などを近年、通販サイトで

購入される方が増加して、例えば、不要家電を処分する際に、どこへ持ち込んだらいいのか分

からないというようなことがよく聞かれまして、他の自治体の事例で、相模原市辺りでは大型

家電の回収事業を開始して、市民から非常に好評を得ているというふうなことを報道で伺って

おります。これらのごみ減量・資源化推進について、新たな取組として検討していることがあ

ったら教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 収集業務課長。 

○収集業務課長 収集業務課でございます。 

 家電に関しましては、今、家電リサイクル法の４品目につきましては、別途、法律に基づい

て収集している次第であります。それ以外、小型家電につきましては、今、別にリサイクルの

ために各拠点のほうで回収している次第でございます。それ以外につきましては、まだ希少金

属よりも、プラですとか、そういう部品が多いということで、こちらとしては、今、不燃ごみ

のほうで処理している次第でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 続きまして、同じところ、今度、拡充事業として６番、食品ロス削減普及啓発が行われてお

りますけれども、拡充された具体的な取組内容について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 食ロスの拡充の具体的な内容ということでございますが、拡充の内容は、

中学校の家庭科の教材といたしまして、エコレシピ動画というのを作成しました。これは、食

品ロスの現状とか、食材を無駄にしない調理方法を学ぶという目的で作成し、全市立中学校に

配付をしたところでございます。中学校だけではなくて、ホームページにも掲載をしまして、

広く市民の方にも御覧いただけるような状況になっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。 

 あと、いわゆるフードドライブも実施したというふうに伺っておりますけれども、実施後の

成果とか市民の反応について伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 フードドライブにつきましては、令和４年度、実施いたしまして、市内で市役所とか公民館

等で実施をいたしました。昨年度、イオンのお店のほうでも２か所ほど実施をいたしまして、

回収量としては約1,273キロでございます。 
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 市民の皆様から例年、特にアンケートを取っているわけではありませんけれども、量的に令

和３年度は867キロとか、例年増えていますので、そういった意識が根づき始めているのかな

と思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございました。 

 他市の事例で、またちょっと紹介なんですけれども、群馬県渋川市で、食品ロス削減の一環

として、賞味期限が近づいた缶飲料とかペットボトル飲料、これを通常価格よりも安く提供す

る自動販売機をいわゆる公共施設に設置するという、そういった取組を実施しているというふ

うに聞きました。先ほど紹介した相模原の事例も含めて、ぜひ他自治体の好事例も参考にして

いただきながら、ごみの減量・資源化推進に向けた新たな取組にもぜひチャレンジしていただ

けたらと思います。ありがとうございます。 

 続きまして、163ページの美化推進・路上喫煙等防止について、先ほど、これも宇留間委員

からお話、御質問がありましたけれども、過料件数270件とあります。この270件は、すんなり

支払ってきたのでしょうか。例えば、私も実際、現場、別のを見たときに、結構、抵抗されて

いる事例とかも見かけたものですから、ちょっと270件、ちゃんと払ってきたのか、抵抗され

た事例がないのか、教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 まず、この270件のうち2,000円の過料をお支払いいただいたのは241件、割合で言いますと

89.3％ということになります。これは、今年の５月末現在の数字でございます。 

 抵抗というお言葉がありましたけれども、やはり支払いを拒否というか、走って逃げちゃっ

たりとか、そういう方もいらっしゃるという報告は受けていますので、あまり無理に追いかけ

たりとか、強い口調で払いなさいと言うふうなことは控えるように巡視員にも言ってありまし

て、実際こういう数字。ただ、その場で払います。お金を待って。持っていないよという方も

いらっしゃるので、そういう方については、連絡先等を確認した上で、後日、納付書を送ると

いう形にしておりますけれども、残念ながら、お支払いをいただけないというものもございま

す。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。９割近いので、それで回収はできているのか

なと思います。先ほど宇留間委員からもお話がありました。私も駅頭で見ていましたらば、吸

い殻、ポイ捨てとか、酒類の空き缶の散乱なんかもよく散見されますので、引き続き実効性の

ある取組をお願いできたらと思います。 

 済みません。最後のほうになりますけれども、167ページ、産業廃棄物指導課の18番、産業

廃棄物対策について伺います。 

 会派として条例策定を推進してきました金属スクラップヤード対策について、条例制定は非

常に大きな効果を生んだと伺っておりますが、令和４年度の取組状況を含めて、対策と成果に

ついてお伺いしたいと思います。 
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○主査（伊藤隆広君） 産業廃棄物指導課長。 

○産業廃棄物指導課長 産業廃棄物指導課、秋山でございます。 

 昨年度の取組につきましては、条例に基づきまして、立入検査、また継続的な監視、パトロ

ールを実施しております。その結果、不適正な事業所につきましては、ここに掲げております

とおり、改善勧告ですとか命令、こういったのを発出いたしまして、強い指導を行っていると

ころでございます。その結果、保管状況につきましては、大きく改善が図られているというふ

うに認識しております。 

 また、関係部局が連携いたしまして、違反建築物等、こちらについても是正が図られている

など、効果が出ているものと思っております。さらには、住居に隣接した新規設置ができなく

なったと、これは条例の効果だというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） ありがとうございます。住居に近接したところで新規設置ができなく

なったというのは、これは本当に大きな効果だと思います。地元住民も喜んでおりますが、引

き続き対策をお願いしたいと思います。 

 最後の質問になります。同じところで、不法投棄対策で監視カメラ設置、６台更新とありま

すけれども、どこに設置したのか。また、全体の設置数と今後の設置予定があれば教えてくだ

さい。お願いします。 

○主査（伊藤隆広君） 監視指導室長。 

○監視指導室長 産業廃棄物指導課監視指導室、遠藤でございます。 

 監視カメラにつきましてですが、不法投棄が多発する箇所へ設置しておりまして、設置当初

は、既存の２台を含めまして、中央区に１台、花見川区に３台、若葉区に３台、緑区に１台の

設置としておりましたが、随時、移設をして監視をしております。現状の設置場所につきまし

ては、抑止力確保の観点から詳細は控えさせていただきたいと存じます。 

 全体のカメラの件数ですが、６台更新に加えて、６台更新の前に２台既存のものがございま

して、現在、令和３年度の６台から２台拡充して、８台体制となっております。 

 今後の増設の計画ですが、第１次実施計画に基づきまして、設置を増やしていくということ

を検討しておりますが、台数等につきましては、ちょっと詳細は控えさせていただきたいと思

います。 

 なお、今使用しているカメラなんですけれども、今回の更新で、夜間でも鮮明に撮影ができ

る赤外線照射型のものに全て機能強化が図られております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 茂呂委員。 

○委員（茂呂一弘君） 御回答ありがとうございました。 

 非常に、先ほどのごみの不法投棄と併せまして、こちらも非常に地域で問題になっているこ

とでございます。どうか地域の安心・安全のため、さらなる対策と指導強化に取り組んでいた

だくことをお願いいたしまして、私の質問を終えたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

○主査（伊藤隆広君） ほかに。蛭田委員。 
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○委員（蛭田浩文君） 一問一答でお願いします。よろしくお願いします。 

 165ページのリサイクル管理運営のところで、諸収入で９億1,200万円と結構大きな金額があ

るんですけれども、詳細についてちょっと教えていただければというふうに思います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設維持課長。 

○廃棄物施設維持課長 廃棄物施設維持課です。 

 まず、諸収入の内訳ですけれども、主なものとしまして、瓶が約290万円、そして缶が約５

億870万円、ペットボトルが約３億5,400万円になります。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございます。これは、各ごみステーションから回収した資

源物の売払いした金額ということで理解でよろしいんですかね。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設維持課長。 

○廃棄物施設維持課長 各ステーションから新浜リサイクルセンターに集められまして、それ

を売却したものになります。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございました。結構大きな金額なので、やっぱり少しでも

そういうふうにできるようにお願いしたいというふうに思います。 

 次に、先ほどもちょっと言葉が出ていたと思うんですけれども、不燃ごみや粗大ごみに小型

充電式の電池が混入していると。それが原因で火災が発生しているということが結構、問題視

されているということがございました。新浜リサイクルセンターでは、本来であれば目視によ

ってそういうのが入らないようにするんですけれども、入ってしまっていた場合、センターで

はどのような対策を講じているのかというところを教えていただきたいというふうに思います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設維持課長。 

○廃棄物施設維持課長 まず、小型充電式電池が不燃ごみ、そして粗大ごみに混入しないよう

に区役所などで小型充電式電池の拠点回収を行っていることや、家電製品から取り除いて適正

に排出いただくよう市政だよりやホームページなどで周知をして、市民の皆様に御協力をお願

いしております。 

 それと、新浜リサイクルセンター側の対応としまして、破砕処理ラインに散水設備を備えて

おります。破砕処理過程で発火した場合は、同設備により消火を行っております。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） ありがとうございます。拠点のところではしっかりと分別してもらう

ということと、消火設備があるということは分かりました。 

 ちなみに、まだそういう消化施設を稼働したということは１回もないということでよろしい

んでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設維持課長。 

○廃棄物施設維持課長 消火設備といいましても、水をただ出すようなものでして、それで実

際、今、頻繁に発火が起きています。そして、ライン上で監視員が発火を見ますと、放水とい

いますか、散水をしますので、これは比較的日常的に行われている状況です。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） 分かりました。結構、日常的に起きるということで、本来はそういう
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のが起きないのが一番いいと思うんですけれども、くれぐれもそこで作業する方とか、大きな

問題、火災にならないように気をつけていただきたいなというふうに思います。 

 次に、新浜リサイクルセンター、平成７年からの施設稼働というふうに聞いております。25

年以上経過しているんですけれども、そろそろ次の新しい施設が必要になる時期が近づいてい

るんじゃないかと、こういうふうに思うんですけれども、今後のリサイクル施設の設備の予定

というか、その辺がもし、計画としてあるのか。それとも、今後、何かそういうことで決まっ

ていることがあれば教えていただきたいと、こういうふうに思います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設整備課長。 

○廃棄物施設整備課長 廃棄物施設整備課、成毛でございます。 

 令和13年度の供用開始に向けて、令和５年から６年にかけまして建設用地の検討及び基本計

画を作成します。具体的には、収集や処理に係るコスト縮減や市民の利便性向上を考慮しなが

ら、まず、施設の在り方、施設規模などを検討してまいります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 蛭田委員。 

○委員（蛭田浩文君） 分かりました。５年、６年で計画していくということで、時間的にそ

んなに余裕があるわけでもないと思います。今、市民の方も利用しやすいというか、時代に合

ったぜひいいものを基本計画に織り込んで、スムーズにバトンしていけるような、そういうふ

うに進めていただきたいと思います。 

 最後ですけれども、これは意見になりますけれども、これまでもごみ減量には非常にいろん

な周知をしながら、また取り組んできている、再資源も含めてやってきております。リサイク

ルセンターについては、やっぱりなくてはならない施設だと思いますので、次期の新しいもの

ができるまでは、老朽化対策というんですか、それも含めて安全管理を維持していただきなが

ら、更新時期も留意しながら次期施設の計画的な整備を進めていただきたいと、こういうふう

に思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 一問一答でお願いいたします。 

 まず、収入未済額の中について御説明があったので、ちょっと意見だけ申し上げますと、先

ほど茂呂委員のほうからも、路上喫煙などの条例違反者からの違反金が徴収できない部分につ

いて御指摘があったかと思います。なかなか無理やりというわけにもいかないので、未収金に

ついては理解をするものの、指導員の方の安全確保をしつつ、取りっぱぐれで、その方がその

ままってあるということも不公平感がありますので、他市の事例なども含めて、徴収率向上に

ついて何か方策がないか、研究していただければと思います。 

 その次からちょっと質問に入らせていただきます。温暖化対策についてです。 

 先ほど来御質問もありましたが、事業者に向けた支援について、確認をさせていただければ

と思います。 

 中小事業者向けの省エネの整備導入費というのは、先ほど交付が17件ということで御答弁が

あったんですけれども、予算と比較し、執行率などがどういう状況だったかというのを補足説

明をいただきたいのと、あと、温暖化対策についてでは今後どのように進めていかれるのか、
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お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課です。 

 事業者に向けた支援の実績と評価ですけれども、事業者の向けの支援としまして、ゼロ・エ

ネルギー・ビル相談会というものを実施しております。この相談会には15事業者が参加をして

いただきまして、理解を深めてもらっているところです。 

 先ほどの中小事業者向け省エネ設備導入助成ですけれども、これは執行率95％となっており

まして、かなり高い執行率になっております。申請者といたしましては、飲食店関連の申請が

比較的多い傾向となっております。 

 次に、温暖化対策計画なんですけれども、温暖化対策実行計画におきましては、温室効果ガ

ス削減目標達成のため、今年度より事業者向けのＥＶ充電設備の補助メニューを追加している

ところです。事業者向けに支援事業を拡充しているほかに、脱炭素の行動の理解をより深めて

いただくことを目的に、脱炭素アドバイザー派遣制度を創設、今年度、する予定となっており

ます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。ビルの説明会では15事業者ということで、ま

た省エネの設備費助成についても、執行率も高く17件ということであって、大変そういう意味

では順調な滑り出しであります。その中で、さらに事業メニューも追加されて、脱炭素のアド

バイザー派遣なども創設ということで、やはり本市は、他市と比較しても、産業からの排出が

高いというような傾向も見受けられることから、中小企業も含めて、事業者の理解が進むよう

今後も支援をお願いできればと思います。 

 あわせて、令和４年度の新規事業の状況について確認をできればと思っています。予算と比

較し、執行率や実績をどのように評価しているか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課です。 

 新規４事業ですけれども、１つ目に、電気自動車セット購入費助成です。これは募集70件に

対し、交付が28件でした。先ほど宇留間委員さんからも御質問がありましたが、電気自動車単

体の助成件数は、年々増加しているところです。ただし、セット要件となります太陽光発電と

充電設備のほう、これがまだ伸び悩んでいるところですけれども、これにつきましては、脱炭

素だけでなくて、災害の電源確保という、そういう観点からも有用性をより一層ちょっとアピ

ールする必要があるかなというふうに考えております。 

 ２つ目の集合住宅向け自動車充電設備助成につきましては、募集３件に対し、交付１件と、

低い件数でありました。設置に関して住民の合意形成が円滑に進まないという課題、こういっ

たものがありますから、今年度より住民合意形成のための資料作成に係る助成を新たにメニュ

ーとして追加したところです。 

 ３つ目のネット・エネルギー・ビル相談会につきましては、昨年の９月に開催いたしまして、

先ほどお話ししたとおり、15事業者が参加したところです。 

 最後に、４つ目ですけれども、省エネ最適化診断メニューにつきましては、補助制度が昨年
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の時期の年度途中になりまして、募集30件に対し、交付１件という低い交付件数となっており

ました。対象とした診断メニューが少なかったことから、今年度は診断のメニューを追加した

ところでございます。 

 以上となります。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。新規事業の状況なんですけれども、各実績、

確認いたしました。電気自動車セット購入費助成については、もうちょっとニーズがあるかも

しれないので、ニーズに合わせて支援が周知できているかなど、一層取組を強化していただけ

ればと思います。 

 集団住宅向けの自動車充電設備助成については、例えば、老朽化している集合住宅だと、駐

車場が改めて大規模に改修するなどがきっかけとなったりするようですけれども、そこにおい

ては高齢化が進んでいるので、なかなか電気自動車などを使わないというようなこともあって、

新設のところには最初から設置されているところもあるようですが、タイミングと、やっぱり

住民の合意形成が重要であって、資料作成において負担が軽減されるということは合意形成に

近づくと思いますので、このようなメニューも併せて周知をしていただければと思います。 

 診断支援については、メニューが追加されたことによって、事業効果を期待したいと思いま

す。ありがとうございました。 

 次、水環境・生物多様性についてです。 

 保全活動の状況と、それから新計画の特徴、特に重点に進めていくものを併せて御説明いた

だけますでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 まず、水環境保全活動の状況についてでございますが、市域内の海や川の各水域ごとに水辺

サポーターを委嘱しているところであり、生活排水対策に係る啓発活動のほか、環境美化活動、

水質調査などを実施していただいているところでございます。 

 また、新たな水環境・生物多様性保全計画につきましては、お互いに密接な関係のある水と

生物多様性について、一体的に推進する計画として策定したところでございまして、計画策定

の中で課題として見えてきた生物多様性についての理解促進のため、環境教育、環境学習に取

り組むほか、国際的な目標である３０ｂｙ３０に向けて、谷津田の自然共生サイトへの登録な

どについても検討を進めてまいります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。重要性が再確認されている保全活動と新計画

なんですけれども、もちろん環境局として取り組んでいただくことは重要でありながらも、例

えば、都市局が水辺とか川をまちづくりに生かしていくということで、そういう意味で、一つ

まちづくりの大事な資源としての活用の重要性も高まっていますので、例えば、保全活動の団

体などがそういうことに寄与するようなスキームであるとか、さらなる連携をお願いしたいと

思います。 

 そして、そういうふうに地域団体であるとか民間との取組ということが重要になっている中
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で、緑化推進においては、イオンとの包括協定の取組なども報道でなされているところであり

ます。緑化の部分や環境対策も含めてなんですけれども、イオンとの今後の取組についてどの

ようにお考えでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 イオン株式会社と千葉市との間で締結されました包括協定、こちらにつきましては、環境対

策、緑化推進等に関し、連携して取組を行っていくことが位置づけられております。今年度で

は、動物公園とイオン環境財団との間に、動物公園の生物多様性に関する事業を推進するため

の連携協定が締結されたところでございます。 

 今後は、生物多様性の保全に向けまして、イオン等との効果的な連携の在り方について検討

を進めるとともに、その他の民間事業者とも連携して自然環境の保全に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。やはり保全は行政だけではできないので、ボ

ランティアではなく、パートナーとして民間であるとか保全団体との連携をお願いしたいと思

います。 

 次、森林環境譲与税についてお伺いできればと思います。 

 ３か年の額と、それから使用用途、今後の活用の方向性についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 森林環境譲与税の過去３か年の額と使用用途についてでございますが、まずは、令和２年度

754万円となっております。その用途につきましては、谷津田森林の整備、ボランティア活動

の支援などに支出しております。令和３年度につきましては1,173万円となっております。こ

ちらの用途につきましては、谷津田森林保全指針の策定、谷津田森林整備、木育おもちゃの配

付などに支出しております。令和４年度、こちらにつきましては1,439万円となっております。

支出の用途につきましては、谷津田森林整備、木材を活用した看板の整備、木育おもちゃ、木

育イベントなどに支出をしております。 

 あと、今後の活用の方向性についてなんですけれども、森林環境譲与税につきましては、制

度の創設趣旨である森林の質の向上や量の増加につながる森林整備を優先的に行うとともに、

人材育成、担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等に活用してまいります。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。令和２年度と比較して、令和４年度は倍増さ

れて、使用用途についても多角的に活用が進められているということを理解しました。やはり

森林の老朽化などで整備事業が第一優先であり、危険を伴うこともありますので、そちらを優

先していただくということは重々理解をしつつ、やはり市民に、人材育成や木材の利用促進、

普及啓発によって自然への理解を深めていくことも重要な目的ではあろうかと思います。 

 多額でなくてもいいので、そういう意味では、代表質疑などでも取り上げさせていただきま

したし、茂呂委員からもお話がありましたけれども、環境教育にも活用ということが有効では



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－63－ 

ないかというふうに考えているところです。環境教育、どうしても市の単独予算で組まなけれ

ばいけないということで、学校教育なども６校にとどまるというところを考えると、財源の活

用としては、一つ森林環境譲与税の有効な使い道ということも今後も検討していただければと

思います。ありがとうございます。 

 次に、一般廃棄物処理基本計画についてです。 

 改定内容と今後の進め方について確認をさせてください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 一般廃棄物、ごみ処理基本計画の改定の主なポイントを申し上げますと、計画の中では、脱

炭素への貢献を明確にしたこと、あと脱炭素への貢献について数値目標に反映させたこと、ま

たプラスチック分別実施の検討を計画事業として位置づけたこと、またごみ処理基本計画に内

包する形で初めて食品ロス削減推進計画を策定したことなどの４点が挙げられます。 

 今後の進め方といたしましては、この数値目標の達成に向けまして、毎年度、進捗管理を行

い、着実に計画を進めるとともに、附属機関であります廃棄物減量等推進審議会に報告をさせ

ていただき、その中でいただいた御意見等を事業に活用してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。改定内容に脱炭素への貢献であるとか数値目

標、プラスチック分別の実施や食品ロスの推進計画も内包されたということで、大変重要な計

画になっているということが確認できました。これによって各施策が局によって推進されるこ

とを期待するものでありますが、やはり基本計画というのは、市民の方には直接届きにくいも

のでありますので、目に見える形で強力的に事業展開をしていただくようお願い申し上げます。 

 次に、家庭ごみ手数料徴収についてです。 

 指定袋による収入、ここ５年間の推移についてどのようになっているか、お聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 収集業務課長。 

○収集業務課長 手数料徴収制度の実績でございますが、手数料徴収制度ですが、令和２年度

は13億1,056万になっております。令和３年度につきましては13億5,374万円になっております。

令和４年度につきましては13億1,949万8,000円となっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 横ばいの状況であるということは理解をしたところです。 

 その収入減なんですけれども、現在ではどのような使われ方をしているのか、確認をさせて

ください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 こちらの家庭ごみ手数料、粗大ごみの手数料などと含めまして、リサイクル等推進基金とい

うのに積み立てております。その中で何に使っているかということですが、指定袋の製造であ

るとか保管、あるいは管理のほか、剪定枝の再資源化事業、あるいは古紙とか布類の分別収集、

あるいは集団回収などの費用として支出しているところでございます。 
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 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。そういう意味で、市民の方に有料化というこ

とで御負担はいただきつつも、各施策において有効に活用されていることが確認できました。 

 その中で、今なかなか市民の方が苦慮されているのが、ごみステーションの管理においてで

す。防鳥ネット等の貸付けなど、取組にも御苦労と成果は見えるところでありますが、折り畳

み式のステーションの設置など、さらなるカラスの対策などがないかというような市民意見も

いただくところでありますが、当局のお考えをお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 収集業務課長。 

○収集業務課長 収集業務課でございます。 

 カラス対策につきましては、各自治体も大変苦慮しておる次第でございます。今御指摘の多

分、折り畳み式のストッカーだと思いますが、カラス対策効果はある一定の期待はできる一方

で、ごみステーションの場所、状況によっては設置ができないという状況の課題等がある次第

でございます。 

 いずれにいたしまして、カラス対策といたしましては、今こちらの市のほうでお配りしてい

ます防鳥ネットでしっかりごみ袋を覆うと。あとは、排出時間を守るとか、生ごみを減らすと

か、そういう基本的な対策を自治会や廃棄物適正化推進員と連携を図りながら徹底していきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。地域住民の方の高齢化や独り暮らしの方など、

住民の方のルールということと並行して、ごみステーションのカラスなども含めて、排出のマ

ナー、ルールの徹底と、それから適正な環境整備ということを進めていきたいと思いますので、

引き続き御努力をお願いしたいと思います。 

 次、食品ロスの削減普及啓発についてです。 

 先ほど、動画作成については、御説明を他の委員の質問で理解をしたところであります。新

規事業としまして、学生を対象としたワークショップの実施もされたと伺っておりますが、こ

れの実施効果などについてお聞かせいただけますでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 ワークショップは、令和３年度から実施をしておりまして、４年度の新規ではございません

でした。ただ、まだ新しい事業でございます。 

 昨年度は、食品ロス削減ワークショップにつきましては、21名の方が参加をされました。食

ロスに関する講義と、あと問題解決に向けましたグループディスカッションなどを実施しまし

て、アンケートでは９割以上の方が、とても役に立つ、あるいは、役に立ったと御回答いただ

きました。また、さらなる食品ロス削減に向けて行動したいといった御回答などもいただいた

ところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 
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○委員（田畑直子君） ありがとうございます。環境教育と一緒で、やはり若年層のときから

生活の中に当たり前にこういうことの意識が芽生えると、例えば、本当に実際に家庭で調理を

する立場となったときにおいても、この意識が定着しているのではないかというふうに思いま

す。そういう意味では、コロナも５類となって、さらなる学生が参加することをもっと期待し

たいというふうに思います。 

 そして、先ほどフードドライブについての取組についても御答弁いただきました。これも社

会変容となる取組だと考えております。そういう意味では、身近な公共施設での開催というこ

とも含めて、コロナが５類になったことを含めて、効果的な運営形態について御検討いただけ

ればと思います。 

 そして、フードバンクなど、地域団体や民間との連携もさらに必要と考えますが、現状の取

組について教えてください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 地域団体、民間との連携ということでございまして、先ほど挙げていただきましたフードド

ライブのことのほか、海浜幕張地区のホテルと連携した食べきりキャンペーンなども昨年度は

実施をいたしまして、こういった食品ロス削減普及啓発の事業について、いろいろ工夫を凝ら

しまして実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。フードドライブなどは、民間の施設であるイ

オンなどにも御理解をいただいて、回収拠点なども展開されたというふうに伺っております。

そのような形で、さらなる意識の醸成を図っていただきたいですし、県のほうではフードバン

クへの支援を始めたというふうに伺っております。多分、千葉市の団体も支援対象になってい

るというふうに思っているんですが、こういうことも環境局の皆様から関係団体にお伝えする

ことによって、活動の支援に取り組んでいただければと思います。 

 次、学校給食残渣再資源化モデルについてです。 

 事業の効果と今後の方向性についてお聞かせください。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 学校給食残渣再資源化事業でございますが、昨年度は約26トン再資源化をされました。令和

３年度に比べまして約７トン増えておりますが、こういったことから着実に再資源化が進んで

いるものと考えております。また、実施校からは、児童のリサイクル意識の高まりを感じると

いった御意見が聞かれまして、一定の啓発効果も現れているのかなと考えているところでござ

います。 

 今後につきましては、二、三年程度はこのモデル事業を継続いたしまして、再資源化の効果

やコストなどを見極めまして、今後の事業展開について検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。学校で残渣の再資源化というのは、児童の意
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識啓発にもなりますし、もちろん環境にも効果的ということで、大変期待をするものでありま

す。まだ二、三年はモデル事業として継続されるということですが、確かに学校現場もお忙し

い中、どれぐらい御負担があるのか、負担軽減はできないかということにも併せて検証してい

ただいて、もっと対象校を広げられるかということも丁寧に御協議いただきたいですし、もち

ろん再資源ということが大事なので、費用対効果ばかり考えてもいけないんですが、かといっ

てコストがかかることを広げるということもリスクがありますので、そのバランスを見極めて

今後の事業展開につなげていただきたいと思います。 

 一つ、環境局でなければ、そのような御指摘をいただきたいんですが、経済農政局なのか環

境局なのか、ちょっと私自身が不勉強で悩んでしまった項目があります。有害鳥獣対策につい

てなんです。 

 これについては他の委員からもお話がありましたけれども、捕獲している有害鳥獣などがま

ず、増加しているということについては、ゆゆしき事態だなというふうに認識をしているんで

すが、その処分、何か畑に埋めちゃっているよなんていうような現場の声も聞いたりはするん

ですけれども、焼却処分というような形も取られていらっしゃるかと思います。 

 これの現状について把握されているのは環境局であるのかという確認とともに、もし担当課

であれば、どのように行っているのか、課題について併せてお聞かせをいただけますでしょう

か。 

○主査（伊藤隆広君） 所管の範囲内で。環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 有害鳥獣の対策につきましては、環境局において生活被害を中心に対応しております。例え

ば、アライグマとかについては、これは、わなの貸出し等をこちらのほうで行っておりまして、

その処分につきましては、捕獲されたものを安楽死処分した後に、清掃工場等で焼却している

というのが現状でございます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございました。そういう意味では、農作物への被害みたい

なのは経済農政局、そして住民の被害に関するものは環境局さんでそれぞれやられているとい

うことを理解したところであります。 

 そういう意味では、環境局さんにおいては、小動物というか、どちらかというと小さめの動

物の被害ということの対応が多いのかなということは理解をしたところであったんですが、他

市で有害鳥獣の焼却の専用施設などの視察を、見てきましたので、そういう意味では、焼却施

設などをお持ちの環境局さんにおいて、そういうものの必要性とか、建設費用もかなりかかり

ますし、国においてかなりの補助が出るというふうには、館山市の事例なんですけれども、聞

いてきましたけれども、今後、経済農政局さんの負担が大きいような実情がありましたら、そ

の検討の余地があるのかどうかも、ちょっと私自身、判断がしかねるんですけれども、そのよ

うな県内の状況ということを共有しつつ、課題認識を共有していければと思います。ありがと

うございます。 

 最後、２問です。 

 新港清掃工場リニューアル整備基本計画の内容についてお示しください。 
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○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設整備課長。 

○廃棄物施設整備課長 廃棄物施設整備課でございます。 

 新港清掃工場のリニューアルですが、まず、施設の規模といたしましては、１日当たり450

トンとしております。焼却方式につきましては、ストーカ式を採用することとしまして、整備

手法につきましては、既存の建築物を活用し、プラントの全更新を行うリニューアル手法を採

用しました。整備事業費につきましては、直近の他市の整備実績等も参考にしながら、コスト

の縮減に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。御承知のとおり、新港の清掃工場については、

美浜区の端のほうにあって、工場地帯があるので、住民の方にはさほど影響はないですけれど

も、スケート施設なども有し、その中で今後どのようになるかということが注視されている中

で、現存の施設を活用された中で、さらなる多分、環境に配慮された機能の高い施設を検討さ

れているということは理解をしたところであります。 

 御承知のとおり、整備事業費については、他の施設についても資材高騰や人件費高騰という

ことで、当初よりも事業費が増額しているという状況があります。焼却施設ということで、清

掃工場ということで、さらに専門性の高い、機能の高い施設を造られるということで、コスト

削減ということにも留意しつつ、安全・安心な工事運営に努めていただくようお願い申し上げ

ます。 

 最後に、金属スクラップヤード条例についてです。 

 これについては他の委員からもお話をいただきましたので、ちょっと具体的に、立入検査を

実施して、勧告や命令を発出された件数などを確認させていただけますでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 産業廃棄物指導課長。 

○産業廃棄物指導課長 産業廃棄物指導課でございます。 

 パトロールを実施いたしまして、通常であれば、まず、口頭指導とか、現場で指導事項票を

交付いたします。昨年度は、指導事項票、担当のケースで現場での交付82件でございます。そ

の上で、現場の指導に従わない、さらには不適正な保管が継続しているというところに対しま

しては、改善勧告、５回発出いたしました。さらに、そこでまだ不適正な保管が継続されてい

ると、勧告を継続して発出したにもかかわらず不適正なものが続いているというところで、改

善命令１件、発出いたしました。 

 合わせて行政処分・勧告件数として６件ということでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 田畑委員。 

○委員（田畑直子君） ありがとうございます。我が会派も含めて、現地で苦しむ住民の声を

聞いて、やはり条例ができて施行されたということは、大きな効果があったというふうに評価

をするところです。 

 千葉県におきましても、同様の条例が今９月議会に上程されていますが、私も詳細の分析は

しておりませんけれども、本市のほうが実際には業者さんにとっても厳しく、住民にとっても

効果の高い条例の内容になっているわけですし、また千葉市が制定したことによって、千葉県
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も制定しなければならないという一つの大きな機運のきっかけになったというふうに評価をす

るところであります。先進自治体として、これからもしっかりと効果を上げ、住民の声を聞い

ていただくようお願い申し上げて、終わります。 

○主査（伊藤隆広君） それでは、審査の都合により暫時休憩いたします。 

 なお、再開は３時20分としたいと思います。よろしくお願いします。 

 

午後３時８分休憩 

 

午後３時20分開議 

 

○主査（伊藤隆広君） 休憩前に引き続き、分科会を開きます。 

 質問をお願いいたします。盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 一問一答でお願いいたします。 

 最初に、地球温暖化対策についてです。 

 いろいろなメニューを持って、いろいろ取り組んでいらっしゃるということですけれども、

再生可能エネルギー等の導入の推進について、まず、伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課です。 

 再生エネルギー等の導入の推進ですけれども、市民や事業者向けの再生可能エネルギー等設

備の助成事業を継続しつつ、メニューの拡充を行っております。また、市有施設への太陽光発

電設備の導入も進めているところでございます。 

 以上となります。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 大変たくさんのメニューがあって、苦労されていると、工夫されてい

るなというふうに思います。 

 市民向けの取組、それから事業者に向けた取組というのがあるんですけれども、これ、お願

いします。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 市民向けですけれども、市民向けにおきましては、太陽光発電設備は、電

気自動車の購入などの助成のほかに、熱中症予防などの適用に関することや省エネ行動などに

関するイベントの開催をしているところです。 

 事業者向けとしましては、省エネ設備の導入の助成のほかに、事業者を対象としたＺＥＢ相

談会を開催したところです。また、今年度におきましては、先ほどもお話でちょっと触れまし

たけれども、脱炭素アドバイザー派遣制度を創設しているところでございます。 

 以上となります。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 市民向けと事業者向けと、少しメニューが違うのは、効果とか、適し

たものということでつくられているというふうに思うんですけれども、この間、ＣＯ２の削減

ということに取り組まれてきたと思いますが、最もこれが効果があるというふうな事業という



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－69－ 

のはあるんでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 様々な事業を実施してきたところなんですけれども、特に令和２年度から

始めました、避難所となる市有施設に太陽光発電設備と蓄電池を３か年にかけて140か所導入

したところでございます。 

 以上となります。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 次に、今年は本当に暑くて、みんな気候危機とか、地球温暖化を沸騰化というふうに国連の

ほうでも発言されていましたし、気候危機というものを直面しているなというふうに思ってい

るんですが、千葉市では、令和２年11月に千葉市気候危機行動宣言というのを発出されていま

す。 

 １つ目に、気候危機行動キャンペーンというのは、どんな取組がなされてきたのか、伺いま

す。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課です。 

 キャンペーンとか取組ですけれども、配慮行動のチェックや気候危機行動の宣言をしてもら

うことや、環境イベントや自然体験教室に参加するちばエコチャレンジや、気候の危機に関連

するパネル展示やブースを民間事業者と連携しまして出展したイベントを開催し、意識向上を

図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 注目されている気候危機ということについて、環境局は脱炭素推進課

というところが担当だと思うんですが、この課題も年々重要性を増してきていまして、推進の

体制とか予算が増えているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 脱炭素推進課の推進体制ですけれども、今年度、温暖化対策室から脱炭素

推進課に組織改正されたところです。これまで２班体制から、３班体制となりまして組織の強

化を図られたところでございます。 

 予算につきましては、脱炭素先行地域事業が、今年度から10年度にかけて計約50億円の交付

金を活用する事業があるため、大幅に増化する見込みとなっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 体制も強化されて、２班体制から３班体制ということは、人数も増え

ているということでいいですか。 

○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 人数のほうも増えております。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 何人ぐらい増えました。 
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○主査（伊藤隆広君） 脱炭素推進課長。 

○脱炭素推進課長 これはちょっと申し上げにくいんですが、１名です。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 予算は、今後、国の交付金というのが活用されるということで、約50

億円と、本当に国も本気になっていただかなきゃいけないことなので、今後ぜひ頑張っていた

だきたいなというふうに思っています。 

 次に、自然保護対策について伺いたいと思います。 

 谷津田の話はさっきからずっと伺っておりまして、対象の地区について、環境局が保全を進

めるエリアというふうになっていると思うんですが、これについて伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 対象地区についてですけれども、生物多様性や水環境保全上重要な谷津田やビオトープにつ

きまして、要綱に基づき土地所有者やボランティア団体と協定を締結し、その活動を支援する

など、保全に努めているところでございます。また、河川や海辺についても、各水域ごとに水

辺サポーターを委嘱し、生活排水対策に関する啓発や美化活動、水質や生き物調査などを実施

しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 自然保護対策といったときに、もちろん谷津田、環境局が保全を進め

るというエリアは決まっているんですけれども、本当はもっと大きな視野で自然保護って見る

必要があるんじゃないかというふうに思います。 

 谷津田だけではなくて、区域というか、市域というか、市全体を自然保護するという観点で

の何かそういう対策というか、検討などはされているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 

○環境保全課長 環境保全課でございます。 

 対象の区域というようなことで考えたときに、昨年度末に新しい水環境・生物多様性保全計

画というものをつくっております。この中では、計画の対象区域は、当然ながら千葉市全域と

いうことになっております。それに加えて、千葉市におきましては印旛沼水系に属する地域と

なっておりますので、その流域も含めてというようなことで範囲を考えております。 

 この中で、もちろん環境局のほうで、人的な問題もありますけれども、カバーできる範囲と

いうのは全てということではないんですが、これに関しましては、ほかの例えば、都市部局で

すとか、そういう公園等を多く担当している部署と連携をしながら、この計画も進めていくと

いうことになっております。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 今、水環境保全対策ということで、水辺に関係するものを今お答えいただいていたと思うん

ですが、森林となると、これはどこと一緒にやることになりますか。 

○主査（伊藤隆広君） 環境保全課長。 
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○環境保全課長 現在、環境局のほうで森林というと、これは谷津田だとかに隣接する森林と

いうことにはなるんですけれども、もちろん森林全体ということになれば、特に林業をやって

いるという観点だとすれば、経済農政局ということになると思います。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 そしたら、次に、ごみ減量・資源化推進について伺いたいと思います。 

 前からプラスチックごみの削減の推進を言っているんですが、国の状況を見てというか、そ

ういう答弁をされてきていたと思うんですが、今の検討状況について伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 プラスチックの削減ということで、御存じのとおり、国ではプラスチック資源循環促進法を

令和４年４月に施行しまして、プラスチックのライフサイクル全体において関わり合いのある

事業者、自治体、消費者が連携しながら、資源循環に向けた取組を求めるということとしてお

ります。 

 また、国のほうでは、先進的なモデル形成に取り組む地方公共団体を対象に、先進的モデル

形成支援事業という事業を実施しております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 先進的モデル形成支援事業という中身をちょっと御説明いただいてい

いでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 この事業は、いわゆるプラスチック資源循環促進法への対応ということで、いわゆる自治体

が実施する分別収集であるとかリサイクルについて、先進的モデル形成支援を行うということ

を目的として実施されているということでございます。具体的には、環境省が委託しました事

業者がいわゆる市区町村が提案した事業について、実証なり、調査なり、検討なりをサポート

するという内容でございます。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 次に、ごみ減量・資源化推進の中の食品ロスの削減普及啓発の拡充の

内容について、先ほど御説明、田畑委員が質問された中に入っていましたので、大体分かりま

した。 

 それで、子供向けというか、家庭向けの食品ロスということについて今御説明されていたと

思うんですが、食品を多く取り扱う企業だったりお店だったり、そういうところに向けての食

品ロスという取組では、特化してこれをやっていますというのはありますか。 

○主査（伊藤隆広君） 産業廃棄物指導課長。 

○産業廃棄物指導課長 産業廃棄物指導課でございます。 

 事業系の生ごみを多量に排出するような事業者につきましては、こちらで補助制度を創設し



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－72－ 

ております。今年度も実施しているところでございます。平成30年度から実施しているところ

でございます。そういった方々に対しましても、企業の皆さんに食品ロス削減を促していきた

いというふうに補助制度を活用しながら、対応してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 次に、じんかい収集運搬について伺いたいと思います。 

 家庭ごみ収集の収集量ですけれども、分別を進めた結果、変化があるのかどうかを知りたい

のですが、５年ぐらい遡って数字を示していただけるでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 収集業務課長。 

○収集業務課長 収集業務課でございます。 

 ごみステーションからの家庭ごみの収集量となりますが、過去５年間の推移といたしまして、

平成30年度18万1,454トン、令和元年度18万1,687トン、令和２年度18万5,741トン、令和３年

度18万4,722トン、令和４年度18万1,022トンとなっております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 18万トン台でずっと推移をしてきているということで、ここから減らすのって、かなり難し

いのかもしれないんですが、可燃ごみの分別、進んできたので、ごみがもっと減っているかな

と思ったんですけれども、減量につながっているというふうにお考えでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 分別ということでいえば、直近の例で申し上げますと、剪定枝を家庭ごみの分別区分に加え

て全市展開をした平成29年度以降、おおむね年間6,500トン程度の剪定枝の収集がございまし

て、再資源化が図られているというところでございますので、こういったことは可燃ごみの減

量につながっているものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 平成29年の剪定枝というのが分別されたことで6,500トン程度は減っ

ていると。それで、18万トン程度、ずっと来ているということなので、これからさらに減らそ

うと思うと、どの分野を重点的にというふうにお考えでしょうか。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課でございます。 

 まずは３Ｒの実践ということでございますので、ごみを出さないということと、再利用でき

るものは再利用すると。どうしてもごみとして出さなきゃいけないものについては、いわゆる

リサイクル、再資源化していただくと、こういったことを徹底することによって、いわゆる資

源循環社会の構築とともに、ごみの量の減少にもつながっていくものと考えております。 

 以上でございます。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 
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○委員（盛田眞弓君） ありがとうございます。 

 そうしたら、最後になります。清掃工場の管理運営について伺いたいと思います。 

 今、清掃工場、２清掃工場体制でごみの焼却を行っていますけれども、焼却量の変化につい

て伺いたいと思います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設維持課長。 

○廃棄物施設維持課長 廃棄物施設維持課でございます。 

 ２清掃工場体制を開始した平成29年度以降は、台風被害による災害廃棄物の影響があった令

和元年度を除きまして、焼却量は年々減少しております。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） この間、台風13号が来まして、災害が起きた場合には、過去に大きな

災害ごみって出たときがあったと思うんですけれども、災害ごみの発生時などは２工場体制で

大丈夫なのか、どんな体制が取られているのか、伺います。 

○主査（伊藤隆広君） 廃棄物施設維持課長。 

○廃棄物施設維持課長 千葉市災害廃棄物処理計画に基づき、清掃工場や新内陸最終処分場の

被災状況を確認し、稼働に支障がなければ、通常どおり災害廃棄物を受け入れます。そして、

焼却処理を行います。既存の２清掃工場だけでは焼却能力が不足することが見込まれる場合に

は、各協定に基づきまして、県、九都県市や民間施設への支援要請の検討を行うこととしてお

ります。 

○主査（伊藤隆広君） 盛田委員。 

○委員（盛田眞弓君） 災害が起こったときには、お互いさまなので、こちらからもお願いす

るときもあれば、向こうからお願いされることもあるということで理解をしました。 

 環境局の、さっき自然保護のことでも、もっと広い視野で千葉市全体をというお話をしたん

ですけれども、今、気候危機で本当に危機感を覚えている市民の方は大勢いるんだなというふ

うに思いますし、こういう暑さが毎年続くようになると、一体地球はどうなっていくのかとい

う不安の声もありますし、あと、何かティッピングポイントといって、転換点を超えると温暖

化で元に戻らないという、そういう点が本当に近いんじゃないかというふうなことも言われて

いて、やっぱり環境局、もうちょっと、一生懸命やっていると思うんですけれども、ごめんな

さい。予算をきちんと取るのと、それから他の部局との連携と、それから全庁的にもっと地球

温暖化、気候危機の問題でリーダーシップを執れるような、そういう体制になることは必要な

のじゃないかなと思っています。 

 開発も、もちろん経済の体制で必要なことですけれども、地球がどうにかなってしまって、

経済というふうには言っていられないというふうに思いますので、そういう意味では、コスト

もかかるものもあるかと思いますが、ＣＯ２の削減だとか、コストカットで経費を削ってＣＯ

２が発生をするとか、どっちを取るかの問題じゃないんですけれども、地球環境を守るために

温暖化を止めるということで必要な経費をきちっと取っていただくのと、全庁的にこの問題は

すごく大事で、認識をもっと高めていただくというふうなことが必要かなというふうに思いま

す。その意見を申し上げまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○主査（伊藤隆広君） 御質疑等がなければ、以上で、環境局所管の審査を終わります。 

 環境局の皆様は御退室願います。ありがとうございました。 

［環境局退室］ 

 

指摘要望事項の協議 

○主査（伊藤隆広君） それでは、市民局及び区役所、環境局所管について、指摘要望事項の

有無、また、ある場合は、その項目について御意見をお願いいたします。 

 なお、１分科会当たりの提案件数は原則２件までとなっておりますので、よろしくお願いい

たします。また、仮に発言がお一人であっても、内容がふさわしく、反対する意見がなければ、

指摘要望事項とすることは可能とされておりますので、このことを御理解の上、御協議いただ

きたいと思います。 

 初めに、市民局及び区役所について、いかがでしょうか。宇留間委員。 

○委員（宇留間又衛門君） それは客引きだよ。 

○主査（伊藤隆広君） 客引きの意見もございました。 

 ほかにございますでしょうか。酒井委員。 

○委員（酒井伸二君） 市民局ですよね。どれも、客引きも一つ出そろいましたし、あとは例

えば、区役所の窓口とか、キャッシュレス決済だとか、混雑緩和だとか、おくやみコーナーも

全区に配置されましたし、区役所窓口のさらなる利便性向上みたいなことも比較的意見は多く

て、一つだったかなというのと、これもまた、３つ目になっちゃうんですけれども、防犯カメ

ラの設置、拡充だとか、あと迷惑電話防止の設置助成の拡充だとか、こういうやっぱり市民の

暮らしの安全・安心のやっぱり一層の充実をみたいなところも一つ、本当に活発な意見が出た

ので、何かちょっと３つぐらい思いついちゃったんですけれども、と思いました。感想です。 

○主査（伊藤隆広君） ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 多岐にわたる質疑がありましたので、最終的には主査、副主査に御一

任申し上げます。 

 以上です。 

○主査（伊藤隆広君） 次に、環境局についてはいかがでしょうか。田畑委員。 

○委員（田畑直子君） 全体的には、脱炭素に関することとか、あとは廃棄物関係が多かった

というふうに認識しておりますけれども、緊急性や今までの経過も含めて、どちらかにしなけ

ればならないという御都合もあろうかと思いますので、最終的には主査、副主査に一任いたし

ます。 

○主査（伊藤隆広君） ほかにございますでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○主査（伊藤隆広君） それでは、ただいまの御意見を踏まえ、正副主査において市民局及び

区役所、環境局所管の指摘要望事項の案文を作成させていただき、９月27日水曜日、本会議散

会後に開催される分科会におきまして、御検討をお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次回は、９月25日月曜日の10時より環境経済分科会を開きます。 



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－75－ 

 本日はこれをもって散会といたします。ありがとうございました。 

 

午後３時43分散会 

 

 

 


